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平成２９年度 あ さ ぎ り 町 議 会 第 ８ 回 会 議 会 議 録 （ 第 2 3号 ）  

招 集 年 月 日 平成３０年３月６日  

招 集 の 場 所 あ さ ぎ り 町 議 会 議 場 

開 閉 会 日 時 

及 び 宣 告 

開 議 平成30年3月8日 午前10時00分 議 長 山 口 和 幸 

散 会 平成30年3月8日 午後3時31分 議 長 山 口 和 幸 

応（不応）招議員

及び出席並びに

欠席議員 

出 席 １６名 

欠 席  ０名 

○ 出席 △ 欠席 

× 不 応 招 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

議 席 

番 号 
氏     名 

出欠等

の 別 

 １ 市 岡 貴 純 ○ ９ 永 井 英 治 ○ 

 ２ 難 波 文 美 ○ １０ 皆 越 てる子 ○ 

 ３ 加賀山 瑞津子 ○ １１ 小見田  和行 ○ 

 ４ 橋 本   誠 ○ １２ 奥 田 公 人 ○ 

 ５ 久 保 尚 人 ○ １３ 久保田  久男 ○ 

 ６ 小 出 高 明 ○ １４ 溝 口 峰 男 ○ 

 ７ 森 岡   勉 ○ １５ 徳 永 正 道 ○ 

 ８ 豊 永 喜 一 ○ １６ 山 口 和 幸 ○ 

議事録署名議員 ３番 加賀山 瑞津子   ４番 橋 本  誠 

出席した議会書記 事務局長  片 山  守    事務局書記  林  敬 一 

地方自治法第１２１ 

条により説明のた 

め出席した者の職 

氏名 

 出席  ○ 

 欠席  × 

  

職 名 氏     名 
出欠等

の 別 
職 名 氏     名 

出欠等

の 別 

町 長 愛 甲 一 典 ○ 
上下水道

課 長 
深 水 光 伸 ○ 

副 町 長 小 松 英 一 ○ 
上下水道

課長補佐 
鬼 塚 拓 夫 ○ 

総務課長 土 肥 克 也 ○ 
農業委員会

事務局長 
大 林 弘 幸 ○ 

農業振興

課 長 
甲 斐 真 也 ○ 

農業委員会

課長補佐 
山 本 祐 二 ○ 

農業振興

課長補佐 
山 内  悟 ○    

商工観光

課 長 
北 口 俊 朗 ○    

商工観光

課長補佐 
出 田  茂 ○    

建設林業

課 長 
坂 本 健 一 郎 ○    

建設林業

課長補佐 
酒 井 裕 次 ○    

議 事 日 程  別紙のとおり 

会議に付した事件  別紙のとおり 
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議事日程（第２３号） 

日程第 １ 議案第７３号 平成３０年度あさぎり町一般会計予算について 

（提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ２ 議案第７７号 平成３０年度あさぎり町水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ３ 議案第７８号 平成３０年度あさぎり町下水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明及び質疑） 

 

 

本日の会議に付した事件 

日程第 １ 議案第７３号 平成３０年度あさぎり町一般会計予算について 

（提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ２ 議案第７７号 平成３０年度あさぎり町水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明及び質疑） 

日程第 ３ 議案第７８号 平成３０年度あさぎり町下水道事業特別会計予算について 

（提案理由の説明及び質疑） 

 

 

 

午前１０時 開 議 

 

●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼、おはようございます。着席。 

◎議長（山口 和幸君）  ただいまの出席議員は１６人です。定足数に達していますので、これから本日の会

議を開きます。ここで町長から議案の修正の申し出があっておりますので、これを許可します。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  皆さんおはようございます。昨日提案いたしました２議案につきまして、一部修正

の必要がありましたので、以下のとおり修正をお願い申し上げます。議案第７３号、平成３０年度あさぎり

町一般会計予算の歳入歳出それぞれを１０１億９,９２８万８,０００円と申しあげましたが、これを１０１

億９,４０７万２,０００円に修正をお願いいたします。また、議案第７５号、平成３０年度あさぎり町後期

高齢者医療特別会計予算の歳入歳出予算の金額を言い間違えておりましたので、以下に修正いたします。１

億９,７９０万１,０００円に定める。このように変更いたしたいと思いますのでよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。本日は建設経済常任委員会所管課分

についての説明及び質疑を行います。 

日程第１ 議案第７３号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第１、議案第７３号、平成３０年度あさぎり町一般会計予算についてを一括議

題とし担当課からの説明を求めます。農業委員会事務局長。 

●農業委員会事務局長（大林 弘幸君）  おはようございます。それでは農業委員会所管課分の当初予算につ

いて説明をいたします。歳入から説明いたします。まず１８ページをお願いいたします。上段の目４農林水

産手数料の節１農業手数料、上段の耕作証明等手数料につきましては、農家の耕作面積の証明、農家台帳の

証明等の発行に対する手数料で１件当たり３００円となっております。次に２２ページをお願いいたします。

目４農林水産事業費県補助金の節１農業委員会費補助金で、まず、農業委員会交付金２７４万４,０００円
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については、農業委員会等に関する法律第２条において、農業委員会の活動を支援するものとして交付され

るものです。その下の機構集積支援事業補助金１０９万７,０００円ですが、これについては、担い手への

農地集積集約化を推進するため、農地の利用状況調査及び意向調査等に対する事業に補助されるもので、毎

年実施しておるものです。節２農業費補助金の中の説明の上から５行目の耕作放棄地解消緊急対策事業補助

金１０万円につきましては、営農上や景観上配慮すべき耕作放棄地を積極的に解消するために補助するもの

で、補助の対象としましては、農業者が農地、農振農用地内の耕作放棄地を農地へ復元する方への補助とな

っております。続きまして、２６ページをお願いいたします。上から２マス目の目１農林水産費受託事業収

入の節１農業委員会費受託事業収入の農業者年金受託事業収入１２６万円ですが、これは独立行政法人農業

者年金基金から、委託を受けて農業者年金の業務を行う市町村に対して交付されるものです。その下の節２

農業公社受託事業収入１１万円ですが、これは熊本県農業公社から委託を受けて行う業務に対して交付され

るものです。続いて、次のページの２７ページをお願いいたします。目３、雑入の説明欄の１番下です。情

報活動交付金２万円で、これは全国農業新聞の普及活動に対して交付されるものであります。次に歳出を説

明いたします。６８ページをお願いいたします。人件費を除く主なものについて説明いたします。目１農業

委員会費、節１報酬１,０９１万６,０００円の非常勤職員報酬。これは２人分の３０５万６,０００円です

が、１人分につきましては、農業委員会における窓口相談対応や電話対応、それと地図情報システムの入力

土地利用状況調査に関する資料作成、また、毎月の総会における結果の電算入力等の業務を行うもので、も

う１人分につきましては、３０年度から農地中間管理事業の農地の集積業務本格的に取り組むための非常勤

職員の増によるものであります。なおこの分についての歳入につきましては、農業振興課の予算で対応され

ておりますので、別途農業振興課より説明があるものです。その下の農業委員報酬７８６万円につきまして

は、委員２６名の報酬ですが、報酬改正によりまして、前年度よりも１０２万２,０００円の増額となって

おります。それから節３職員手当等の下段の時間外勤務手当につきましては、総会前の基盤強化法貸借入力

の業務、公社売買等による事務処理の分と女性農業委員人吉球磨ネットワークの事務局を持っております。

それに関する職員の時間外です。節４共済費の社会保険料４７万８,０００円につきましては、非常勤職員

２名の分です。節７賃金のマイクロバス運転手、賃金５万４,０００円につきましては、各種農業委員の研

修等における、４、５日分の運転手賃金であります。その下の遊休農地確認調査賃金１７万１,０００円に

つきましては、耕作放棄地解消作業賃金で農地利用状況調査時に支払われるものであります。次に節９、旅

費の費用弁償８２万６,０００円ですが、これは農業委員の総会や各種研修等の費用弁償で、普通旅費の１

８万９,０００につきましては、職員の各種会議や研修等におけるものです。節１需用費３７万円と、節１

２役務費３万円については、経常経費として計上しております。次に節１９負担金補助及び交付金３６万９,

０００円につきましては、ここに書いてあります県の農業会議等に対する負担金で、女性農業委員の会の負

担金は３名分の６,０００円を計上しておるところであります。３番目の耕作放棄地解消対策緊急対策事業

補助金１０万円につきましては、歳入で説明しましたとおりです。最後に目２農業者年金事務受託事業費８

１３万３,０００につきましては、歳入で説明しましたとおり、農業者年金基金からの受託事業としての、

必要経費を計上しております。以上、農業委員会関係の平成３０年度当初予算についての説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  はい、おはようございます。農業振興課所管分の当初予算につきまして説

明いたします。まずは、９ページをお願いいたします。第３表地方債で８行目になります。農業施設整備事

業２,８２０万円につきましては、有機センターの攪拌機の更新を行い、施設の長寿命化を図るために、事

業費２,９７０万円で充当率９５％の地方債により実施するものです。次は１５ページをお願いいたします。
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歳出となります。４枠目の目１農林水産事業費分担金、節１農業費分担金の県営緊急畑総整備事業、受益者

分担金ですが、現在４名の方から分納いただいておりますので、そのうちの１０万円を計上しております。

町営土地改良事業受益者分担金ですが、平成２６年度、２８年度、２９年度に実施しました工事分と本年度

実施する工事に係る受益者の分担金となっております。１６ページをお願いいたします。下の枠の中ほど、

目４農林水産使用料、農業施設使用料は、当課で管理しております四つの農業施設の収入見込み額８０万７,

０００円と、あさぎり薬草合同会社から薬草加工所使用料、３５４万円の４３７万４,０００円となってお

ります。次は１８ページをお願いいたします。上段の目４農林水産手数料、節１、農業手数料で農業振興地

域証明手数料として、１０件分の手数料を計上しております。次に１９ページの下のほうになりますが、目

７、災害復旧費補助金の農林水産施設災害復旧費補助金は、目のため１,０００円を計上しております。次

に２０ページをお願いいたします。上の枠の最下段、農林水産事業費国庫委託金につきましては、平成２９

年度の川辺川事業の計画変更が確定しましたので、廃目となったものです。２２ページをお願いいたします。

目４農林水産事業費県補助金、節２農業費補助金の農業制度資金利子補給補助金から４行目の新自給システ

ム推進事業費補助金につきましては、例年どおり実績予定額で計上しております。６行目の農業農村整備事

業推進交付金２,３７９万９,０００円は、団体営農業農村整備事業で工事を予定をしております、あさぎり

第４、１５、１６の３地区の工事分で国県合わせて７０％を計上したものです。次に、農業次世代人材投資

事業補助金の３,６０３万円につきましては、個人１５名、夫婦６組の補助金と事業推進費３万円を含め計

上しております。経営所得安定対策補助金５００万円につきましては、歳出と同額となっております。多面

的機能支払制度推進費補助金は、事務費の事務費分の補助金です。農地中間管理機構集積協力金交付事業交

付金は、経営転換協力金としまして、基本額１０アール当たり３万５,０００円となりますが、１３７万５,

０００円を見込んでおります。耕作者集積協力金につきましては、１０アール当たり１万円で１ヘクタール

分１０万円の交付金を見込み計上したところです。多面的機能支払い交付金の１億１,９２６万９,０００円

につきましては、国２分の１、県４分の１を合わせた、４分の３の額となっております。環境保全型農業直

接支払推進費補助金は事務費分となります。また、環境保全型直接支払交付金は、環境保全効果の高い営農

活動を行う団体への交付金で、日本型直接支払い制度の中の一つの事業となっております。節３、農林費、

農業費補助金の失礼しました。節３林業費補助金の２行目、有害鳥獣駆除補助金は、シカ、イノシシ、猿な

どの捕獲に対するもので、内訳としまして県単独事業分で、１１４万円、国の交付金で７５２万円となって

おります。２３ページをお願いいたします。２枠目の中ほどで、目２農林水産事業費県委託金、節１農業費

委託金の清願寺ダム管理委託金、７４１万５,０００円は、２分の１の県の負担分となっております。国営

事業継続地区推進調査委託金は、川辺川利水事業の国営造成団地、実証圃の調査を行うためのものです。２

６ページをお願いいたします。２枠目の目１農林水産費受託事業収入で、節２の農地中間管理機構受託事業

収入２１７万３,０００円は、農地中間管理機構から事務を受託しておりますが、３５万円を農業振興課の

事務費として、１８２万３,０００円を農業委員会の事務費として受け入れるものです。次に雑入となりま

す。２７ページをお願いいたします。上の枠の下から３行目、薬草加工所光熱水費１３２万円につきまして

は、あさぎり薬草合同会社から薬草加工所を使用する際の施設光熱水費の負担を受け入れるものです。下の

枠の町債で目３農林水産業債、節１農業施設整備事業債は、有機センター攪拌機の更新に伴い、施設の長寿

命化を図るものです。続きまして歳出となります。６９ページをお願いいたします。歳出につきましては、

主なもの新たなものにつきまして説明をさせていただきたいと思います。目３農業総務費からです。ここに

は職員の人件費や各種負担金を計上したところであります。次ページとなりますが、節１９負担金補助及び

交付金は、おおむね例年どおりの負担額となっております。目４農業振興費です。ここには事業費、委託料、

各種補助金等を計上しております。昨年と比較しまして１,９４０万７,０００円の減額となっておりますが、
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主なものといたしまして、昨年度農業支援センターへ貸し付けしましたアーム型草払い機並びにトラクター

の備品購入費と、農業振興補助金の町単独分で機械施設等への補助金の額が減額となったものによるもので

す。節１３の委託料ですが、前年度と同様に、栗の作付振興に１,０４０万円を計上し、農業支援センター

へ業務委託する経費となります。節１９負担金補助及び交付金のあさぎり地域農業振興協議会負担金は、Ｊ

Ａと折半し活動しているものです。制度資金利子補給費補助金は、実績により計上をしたところです。農業

共済掛金補助金、有機農業推進補助金は、町の単独事業として、関係農家へ支援をしているものです。農業

振興補助金、２,５６３万５,０００円は昨年度に引き続き、農業機械農業施設の更新整備に係る補助金とし

て２,０００万円。大豆生産規模拡大補助金として、２年前から内容変更し実施しているもので、生産経費

の補てんを行う補助金として、大豆の種子代全額とライスセンターの乾燥調整の半額を補助するものです。

町が目標としております１００ヘクタール、反収１５０キロで算出をしたものですが、昨年の実績で７８ヘ

クタールを割り込んでいる状況にあります。また、昨年から予算を計上しました小物野菜等へのハウス導入

に係る支援事業で、小物野菜の栽培を希望される農家の方で規模を５アール未満と設定しハウスを導入され

る場合に３分の１の補助を行うもので、昨年は希望者がおられませんでしたが、再度周知を図りまして、事

業に取り組む予定としております。次に、鳥獣害対策事業補助金は、町の単独事業として農家の方が実施す

る電気柵などへの施設へ３分の１の補助で実施するものです。農業次世代人材投資事業補助金は、これまで

青年就農給付金事業となっておりましたが、新規就農者に対する補助金３,６００万円を計上しております。

今回は先ほども申しましたが、個人１５名、夫婦６組分で計上したところです。薬草栽培事業補助金１５万

６,０００円につきましては、町内で組織するあさぎり町薬草部会が導入予定の刈り取り機２台に対する２

分の１の補助となります。７１ページをお願いします。地域の話し合い推進補助金につきましては、今後農

政の核となる人農地プランの計画のため、地区での話し合いを推進するための参加農家に対する補助金で、

９０万円となります。農業支援センター運営負担金、９０７万２,０００円につきましては、センター職員

３名の人件費や事務費と、町内営農組織の法人化へ向けた協議を関係する方々に参加を賜り進めていくもの

と、今回、農業の労働力不足に対する支援として、予算を計上したところです。次に、目５農業経営基盤強

化促進対策事業費です。総合農政協議会を年２回予定しておりますが、３６名分の経費と、人農地プランの

検討委員会で年２回、７名分の予算を計上しております。また、節１９負担金補助及び交付金では、認定農

業者の協議会補助金を６０万円計上しております。現在、協議会の会員は３３３名となっております。目６

農業後継者育成指導費です。学童農園の委託料、学童農園土地借上料は農協青壮年部あさぎり支部で各小学

校区で小学校区単位で借り上げした農地で、農作物を作付管理を行っていただいており、その委託料として

委託料と、土地借上料を計上しているものです。女性活動補助金につきましては、農業女性の会への補助金

として、昨年度と同額となっております。構成員は、現在２６名で活動されております。目７農業生産総合

対策事業分につきましては、今年度は事業の取組要望がないため、事業説明会等の旅費を計上しております。

目８、水田農業経営確立対策事業費です。水田活用に対する推進費となっております。その必要経費を計上

しておりますが、報酬としまして、水田営農推進協議会委員報酬９２万６,０００円で、委員数が１０７名

です。その全体会を２回、転作確認の現地調査１回の経費を実績に応じまして計上したところです。７２ペ

ージをお願いいたします。節１９負担金補助及び交付金で地域農業再生協議会補助金５００万円を計上して

おりますが、県補助金を経営所得安定対策推進事業費補助金として受け入れ、同額を推進費補助金として支

出しますが、経営所得安定対策の現地確認作業を実施するための農地地図情報システムが更新時期を迎える

ために、更新経費を１１０万円増額し計上したものです。収入減少影響緩和対策、利子補給費補助金につき

ましては、米麦大豆の当年度の販売収入額が過去５年間の平均収入を下回った際に、その差額の９割を補て

んする制度で、農業者の拠出が必要となりますが、集落営農生産組合の加入されている方の全員が全員加入



- 74 - 

が条件となるために、２５組織の拠出金をＪＡから資金を借り入れて支出し、その利息分について利子補給

するものです。目９農業施設管理費につきましては、農業振興課で管理している町内の農業施設農業公園等

の管理経費と、今回より薬草加工所の管理経費につきましても計上しているところです。本年度は２,１１

８万５,０００円の増額となっておりますが、有機センター施設の老朽化により、老朽化の更新を行い、施

設の長寿命化を図るため、その増額を含んでおります。節１３委託料で、ふれあい物産館指定管理委託料と

岡原農産物処理加工施設指定管理委託料につきましては、契約額で計上しております。天子の水公園管理委

託料は、天子の水公園管理組合へ委託しているものです。ふれあい物産館冷蔵庫等保守点検業務委託料につ

きましては、プレハブ冷蔵庫の補修業務を委託するものです。次ページに移りまして、節１８備品購入費は、

有機センターの攪拌機の更新を行うものですが、有機センターにつきましては、施設の老朽化により、平成

３０年度３１年度にかけ、主要なセンター施設や、施設の改修や、機械設備の更新を計画しており、施設整

備が完了した後には、長期間にわたる施設の無償貸付などにより、町の施設管理から切り離すことを検討し

ているところです。目１０、畜産事業費になります。事業費につきましては前年度とほとんど変わりません

が、主なものとして、節８報償費のうち、品評会報償費につきましては、畜産農家の高齢化や、農家戸数の

減少で、昨年度比較し、２４万４,０００円減額しているところです。これは畜産農家が年６回競り市前に、

町の畜産センターで行う品評会や、郡や県、九州の品評会の開催でその出品する際の支援を行っているもの

です。節１９負担金補助及び交付金、畜産振興事業費事業補助金１,１５１万９,０００円につきましては、

家畜導入事業や、放流事業などに取り組むもので前年度とほぼ同様の計画としております。目１１、農地中

間管理事業費につきましては、地域の話し合いを各地域で開催しておりますが、職員が出席いたしますので、

その時間外手当と県での協議のための旅費を計上し、財源を農地中間管理機構からの受託金を充て、事務を

行っております。節１９負担金補助及び交付金１４７万５,０００円は、経営転換協力金となりますが、平

成２８年度から、非担い手の農家から担い手農家へ貸し付けられた場合のみに交付対象となっており、農地

中間管理機構を通じて、１０アール未満までの農地を残して、農地を貸し付ける貸し手に対して、面積に応

じて交付金が交付されますが、１０アール当たり３万５,０００円の交付単価となっており、交付金を５０

アール、２ヘクタール未満２ヘクタール以上とおのおの１件分を見込み、１３７万５,０００円を計上し、

耕作者集積協力金につきましては、１０アール当たり１万円の交付単価で１ヘクタール見込んだ１０万円を

計上しているものです。目１２、農業振興地域整備促進事業費につきましては、農業振興地域整備促進委員

協議会を開催し、農用地関係の保全を行っており、年２回の会議を計画しているところです。また、昨年よ

り、５年に１度となる全体見直しの業務を進めておりまして、計画を策定しなければならないために、昨年

１０月から臨時職員を雇用しており、昨年に引き続き、６カ月間の雇用により、策定業務を行うこととして

いるため、全体事業費が例年と比較しまして、７３万４,０００円増額となっております。７４ページをお

願いいたします。目１３、中山間地域等直接支払制度事業費につきましては、あさぎり町内４０集落で中山

間地域直接支払い制度に取り組まれております。推進協議会の委員の報酬と、交付金の予算を計上しており

ます。節１９負担金補助及び交付金は、中山間地域等直接支払い交付金を交付対象の農用地約１,２００ヘ

クタールに対し、９,４７８万６,０００円計上しております。続きまして、目１４多面的機能支払制度事業

費です。予算につきましては、推進補助金を使った推進費と、交付金になります。節１９負担金補助及び交

付金には、多面的機能支払い交付金の農地維持資源向上共同交付金、５,６６７万円及び、資源向上長寿命

化交付金１億２０３８万円を計上しております。この制度につきましては、町を一本化し、広域協定運営委

員会により事務を進めており、農業支援センターが事務を行って受託しているところです。現地確認支援シ

ステム負担金につきましては、土地改良連合会のモデル事業として、平成２９年度から農地の確認をタブレ

ット端末により行っているものです。次に目１５環境保全型農業直接支払い制度事業費です。７５ページと
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なります。この事業は平成２８年度から取り組んでいる事業となりますが、取り組みが見込まれる２３戸の

農家で５７ヘクタール分の環境保全効果の高い営農活動に対する補助金として、節１９負担金補助及び交付

金に４００万円を計上しているところです。目１６、農地費につきましては、農業用水や、廃水路農道等の

維持管理など、地元から要望がありました改修工事を行うために予算を計上しているものです。節１３の測

量設計委託料７６６万８,０００円と、節１５工事請負費４,６１６万８,０００円につきましては、団体営

農業農村整備事業として、事業を実施するものと緊急に必要となった場合の設計費１００万円と工事費３０

０万円などを含むものです。節１９負担金補助及び交付金の土地改良連合団体事業団体連合会負担金につき

ましては、一般賦課金３万円特別賦課金３８万７,０００円。農道台帳管理２５万円の６６万７,０００円と

なるものです。土地改良区負担金につきましては、各土地改良区において水の維持管理、防火機能等も含め

て、負担をしているところです。基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金につきましては、百太郎溝

土地改良区が行う水路改修の事業で１億円の事業費、１０％、１００万円が受益者、受益者の失礼しました

１,０００万円が受益者の負担となりますが、多良木町と受益面積により、あさぎり町は７１７万７,０００

円となるものです。目１７、川辺川総合土地改良事業費につきましては、全体の事業費として前年度に比べ、

２５６万２,０００円の減額となっておりますが、これは国営川辺川土地改良事業の計画変更に伴う同意取

得業務が完了したことなどにより減額となったものです。協議会の報酬並びに費用弁償は例年どおり２回の

開催を計画したところです。７６ページをお願いいたします。節１９負担金補助及び交付金では、川辺川土

地改良区運営助成金２１７万８,０００円の計上と、国営造成団地畑地かんがい緊急対策事業補助金、３３

万３,０００円につきましては、湯ノ原団地、阿蘇諏訪団地、加茂団地に設置しているポンプの電気代の一

部として補助をしているものです。また、毎年負担している、川辺川土地改良事業連絡協議会負担金は、こ

れまでの繰越分により支出されるため、平成３０年度のみを計上しないこととしたものです。目１８担い手

育成基盤整備事業費では、農林公庫資金、償還補助金として、土地改良区経由で例年償還している償還金の

補助金です。債務負担行為としまして、１２１ページから１２３ページに内訳が記載されておりますので、

後ほどごらんいただければと思います。目１９、清願寺ダム管理費です。清願寺ダムにつきましては、県の

委託を受けまして、町が管理をしております。ここでは、ダムの管理に係る人件費及び委託料等について計

上しておりますが、施設の保守点検により更新を必要とする設備もあることから、県と協議を進め、優先順

位を設け、県営事業などにより、更新できるよう取り組んでいきたいと考えているところです。７９ページ

をお願いいたします。最下段の目６、鳥獣被害防止事業費です。あさぎり町内の鳥獣駆除隊に対しまして、

支援を行い、町内の鳥獣被害防止に努めている予算です。節１２、役務費の、施設賠償責任保険料につきま

しては、町で協議会をつくり、箱わなやくくり罠を設置しておりますので、その事故発生に対する保険料と

なります。節１９負担金補助及び交付金の有害鳥獣駆除補助金は、町内に五つの駆除隊がありますので、そ

の駆除隊に対する補助金となります。有害鳥獣被害防止対策協議会補助金５０万円は町で立ち上げている対

策協議会への補助金となります。有害鳥獣駆除、失礼しました。有害鳥獣捕獲補助金は、シカ１万円、イノ

シシ９,０００円、サル５万円、カラスアナグマ１,０００円を交付するものです。捕獲目標頭数をシカ７０

０頭、イノシシ２００頭、サル４０頭、カラス２００羽、アナグマ４０頭としているところです。８０ペー

ジをお願いいたします。２枠目の目１水産業総務費です。球磨川漁協稚魚放流事業委託料として３０万円を

計上しております。町内の中小河川の上流にヤマメの稚魚の放流をお願いしておりますので、その委託料と

なります。次に１１３ページをお願いいたします。最下段の目１農地等災害復旧費ですが、普通旅費を３,

０００円計上しておりますが、災害時の説明会などへの出席のための旅費となります。以上で農業振興課所

管分の説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課課長。 
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●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい。おはようございます。それでは、商工観光課所管分の当初予算を説

明いたします。まず９ページをお開きください。第３表地方債ということで下から６段目です。住宅リフォ

ーム等補助事業２,０００万につきまして、地方債で対応ということになります。続きまして、歳入につい

て御説明いたします。１６ページをお開きください。下段の表の下から２段目です。目５商工観光使用料、

商工施設使用料ということで、ポッポー館の使用料を計上しております。続きまして１９ページ中段ほどに、

目４商工観光費国庫補助金、山村活性化支援交付金ということで、これは農水省の交付金になりますが、山

村振興法に基づき指定された、振興山村の活性化に向けた取り組みに対する支援であります。この１,００

０万を販路拡大強化事業に充てたいと思っております。続きまして２２ページをお開きください。下から２

段目です。目５商工観光費県補助金、消費者行政活性化事業費補助金、３４万９,０００円ですけれども、

これにつきましては、人吉球磨消費生活相談業務の負担金ということで、県から補助金が来るものです。続

きまして２４ページ、上の段の表ですけれども、目２利子及び配当金、２行目の産業活性化基金利子８１万

８,０００円を計上しております。次のページですけれども、２５ページの上段の表で、目４産業活性化基

金繰入金、産業活性化基金繰入金で７００万の計上ですけれども、活性化基金の中で、農業支援センターの

運営費に本年度は充てる予定です。次に２６ページをお開きください。下の段ですけれども、目３雑入の６

行目です。商工コミュニティセンター電気料９６万ですけれども、これにつきましては、ポッポー館に入っ

ておりますＪＡの金融、そしてくま川鉄道の電気料の負担分です。続きまして２８ページです。一行目に商

工観光債とありますが、先ほど地方債で説明した内容になっております。続きまして歳出の説明をさせてい

ただきます。４２ページをお開きください。目１９、地域おこし協力隊費ということで計上しておりますが、

こちらには昨年同様３名分が計上されておりまして、商工観光課所管におきましては２名分の計上になって

おりますが、報酬から２名分ですと、３９８万４,０００円、社会保険料につきましては６６万２,０００円

というふうに２名分の負担を次ページの４３ページの負担金及び交付金の中で計上しております。続きまし

て８０ページをお開きください。下段の目１商工総務費の説明に入りたいと思いますが、主なものを説明さ

せていただきます。８１ページ、節８報償費、これにつきましては年２回開催されます推奨商品審査会の謝

金謝礼を計上しております。節１３委託料、あさぎり駅前複合施設整備基本構想計画策定委託料５８７万９,

０００円ですが、あさぎり駅周辺に人・物・情報が循環する複合施設を整備することに対しての事業費、資

金計画、運営方法等を総合的に課題を検討するための基本計画を策定し、事業推進を見きわめていくという

目的で委託するものであります。その２行下ですけれども、節１８備品購入費１４万。これにつきましては、

南稜高校に昨年より支援しておりますが、本年度は食品乾燥機無料貸与する予定です。次に、節１９負担金

補助及び交付金です。商工会補助金につきましては、昨年同額です。次にふるさと振興社助成金としまして、

２９年度より５０万減額した２００万を計上させていただいております。そしてその２段下ですけれども店

舗改装事業補助金８００万につきましては、３分の１助成で１００万円が上限という補助金ですけれども、

昨年より２００万減額した８００万で計上させていただいております。次の住宅リフォーム等補助金につき

ましては昨年同額です。その二つ下で地域イベント等補助金、４２４万を計上しておりますが、この内容と

いたしましては、花菖蒲祭りに６４万、あさぎり夏祭りに２００万、冬のイベント等につきまして１５０万、

そしてひなまつりにつきましては、昨年までポッポー館の自主事業で委託料で計上しておりましたが、本年

度よりこの地域イベント等補助金として１０万円を計上させていただきます。次に販路開拓強化事業補助金

１,１５７万３,０００円ですけれども、先ほど歳入のほうで山村振興交付金について説明いたしましたが、

この１,０００万を充当する予定ですけれども、主な内容につきましては、ネット販売向上支援そして商品

開発磨き直し支援、そして既存商品の販路開拓というような項目で補助していきたいと思います。そして１

番下段になりますが、商店街駐車場運営補助金３３０万とあります。この内訳につきましては、借地料が１
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５万円の１２月分の１８０万、そして整備費としまして防犯灯を２基、そして陥没カ所補修そして看板等設

置等考えております。その経費として１５０万で合計の３３０万を計上させていただきたいと思います。次

に、目２商工施設費につきましてです。８１ページの電気料につきましては、昨年とほぼ同額になりますが、

街路灯につきまして若干金額が上がっているようであります。８２ページをお開きください。節１３委託料、

１番上段の施設管理委託料２９３万円ですけれども、これにつきましては、ポッポー館の施設管理、平日の

５時以降、そして土日の休日祝日等のシルバー人材への管理委託と、駅前の周辺広場の樹木管理を足したと

ころの金額となっております。あと委託料につきましては、施設の清掃、警備等を計上させていただいてお

ります。次に節１４使用料及び賃借料ですけれども、１番下段の冷暖房リース料６６万とあります。ポッポ

ー館の改修工事を延期したこともありまして、現在非常に空調が故障ぎみであります。それで冷房対策とし

て、スポットエアコン５基分を賃借するということで６６万の計上となっております。続きまして目１観光

費の説明に移ります。節１１需用費です。印刷製本費８１万円とありますが、これにつきましては、観光パ

ンフレット２,５００部、リーフレット５,０００部の増刷分の予算です。電気料２７万６,０００円につき

ましては、薬師秋時の街灯料です。修繕料１５０万とありますが、ビハ公園関連で１００万円、その他観光

施設で５０万円を予定しております。次に８３ページになりますが、節１２役務費、広告料５０万につきま

しては、各社新聞への広告、雑誌等の広告料を計上しております。節１３委託料、設計委託料５０万とあり

ますが、これにつきましては、ビハ公園キャンプ場の管理棟の手すり等が非常に老朽化して、危険であると

いうことで修繕工事の設計をお願いしたいと思っております。次におかどめ幸福駅売店指定管理委託料につ

きましては、平成３０年から平成３２年の３カ年の委託料の初年度分です。次の浄化槽管理委託料につきま

しては、谷水薬師、秋時のトイレの浄化槽です。その次の次ですね、ビハ公園キャンプ場指定管理委託料に

つきましては、平成３０年度までの指定管理期間になります。次に節１４使用料及び賃借料です。１番上段

の花菖蒲公園トイレ借上料ということで、花菖蒲の花の期間中約１カ月間、簡易トイレの借上料です。そし

て節１５工事請負費８０万とありますが、これにつきましては、谷水薬師堂とおかどめ幸福駅の２カ所ライ

トアップを試験的に設置するというようなことで、工事請負費を計上させていただいております。あと、節

１９負担金補助及び交付金につきましては、例年どおりの負担金となっております。次に目２緑の街づくり

事業費といたしまして、節１１需用費消耗品費４１万ですけれども、これにつきましては種子代、除草剤肥

料代等になっております。次のページ８４ページをお開きください。節１３委託料、花づくり管理作業委託

料１７８万１,０００円とありますが、昨年までこの緑の街づくりに関しましては、非常勤職員を１名任用

いたしまして対応しておりましたけれども、本年度よりシルバー人材にお願いして花づくりを行うというこ

とで予定しております。その関係上、花づくり管理委託料として、１７８万１,０００円を計上させていた

だいております。で、節１９負担金補助及び交付金ということで、菜の花プロジェクト補助金１５万円とあ

りますが、昨年まで２０万計上しておりましたが、本年は１５万と減額いたしましたけれども、例年どおり

青年団にお願いしていきたいと思っております。次続きまして、目１定住促進費ですけれども、節１報酬、

非常勤職員報酬分につきましては、結婚対策として１名の職員を採用しております。その関係上、共済費等

を計上しております。節１９負担金補助及び交付金につきましてですけれども、これにつきましても例年ど

おりに負担金を計上しておりますが、一つだけ１番下段の定住促進奨励補助金につきまして、２９年度は３

００万を計上しておりました。実績としまして現在現時点では、５件が移住定住されていらっしゃると、今

後周知を徹底していくことで、需要が増えていくんじゃないかという予想もありまして、１００万円増額い

たしまして４００万を計上させていただいております。以上商工観光課所管分の説明を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  ここで１０分間休憩といたします。 
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休憩 午前１０時５２分 

再開 午前１１時０２分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。追加説明の申し出があっておりますので

許可いたします。商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  ４０ページをお開きください。下から２段目の目１４基金費ですけれども、

５行目に産業活性化基金積立金とあります。これにつきましては、歳入の２４ページで説明しましたけれど

も、利子分の積み立てとなります。以上です。すいません。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  それでは建設林業課所管分の予算について説明をいたします。９ページ

をお願いいたします。３表地方債です。中ほどの林業整備事業債でございます。１,２００万、これは須恵

地区林道日栗線法面改良工事に伴います財源として借り入れを行うものでございます。それから２段下の道

路整備事業債でございますが、内訳といたしまして道路橋梁の工事関係、それから調査設計関係、用地補償

関係等に起債をするものでございます。歳入で１６ページをお願いいたします。最下段の目６土木使用料で

ございます。住宅使用料、それと同じく過年度分の使用料、浄化槽使用料、同じく過年度分の浄化槽使用料、

平成３０年度の住宅の管理戸数、４０７戸を見込んだ使用料合計７,８９５万２,０００円を計上いたしてお

ります。１８ページをお願いいたします。１番上の枠の目４農林水産手数料のうち、林業手数料でございま

す。町有林への入山及び各種観察手数料でございます。５万円です。それから１９ページの中ほど、目５土

木費国庫補助金でございます。節１土木費、土木管理費補助金でございまして住宅建設、建築物安全ストッ

ク形成事業補助金、１１１万４,０００円ですが、これは補正予算のところでも説明をいたしましたけれど

も、個人住宅の耐震診断を行う場合、国が限度１件当たり４万円を補助する制度で、それの１０件分４０万

円。それから耐震改修工事に１２０万円を限度に国が１１.５％を補助します３件分４１万４,０００円、そ

れから耐震改修設計に３０万円を限度に３分の１を補助します３件分３０万円を合計して計上いたしていた

すものでございます。これは昨年２９年と同様の金額を計上でございます。道路改良費補助金でございます。

交付金事業で行います歩道整備用地測量に係る交付金金額、１,２６５万万円。橋梁補修関係で７橋分の５,

０５９万８,０００円、道路防災点検に６３２万５,０００円の補助金を受け入れるものでございます。補助

率が補助対象額の６３.２５％でございますが、国の割り当て配分によっては移行補正をお願いすることと

なります。節３住宅費補助金、公営住宅等ストック総合改善事業補助金でございます。これは公営住宅長寿

命化計画によりまして、３０年度は上地区の上西団地の改修工事に伴う補助金の受け入れでございます。対

象補助対象額３,０００万円に対します４５％、１,３５０万円の補助を予定いたしております。それから目

７災害復旧費補助金は存目で計上いたしております。次ページ２０ページをお願いいたします。上の枠の表、

中ほどでございますが、目３土木費国庫委託金、樋門管理委託金でございますが、これは球磨川樋門１９カ

所の年間の点検操作委託料でございます。２２ページをお願いいたします。目４農林水産業費県補助金、下

のほうの節３林業費補助金でございます。森林病害虫防除事業補助金でございますが、これは例年の深田地

区、松林の航空防除に係る補助を受け入れるものでございまして、対象事業費の７３％でございます。一つ

飛んで造林事業補助金につきましては、人口造林、獣害防止ネット、下刈り、除伐、枝打ち等の作業に係る

補助金でございます。間伐等森林整備促進対策事業補助金、町有林の利用間伐１０５ヘクタールに関する事

業の補助金を受け入れるものでございます。単県林道事業改良事業補助金、これは須恵地区林道法面改良事

業に充当するための県補助金でございます。最下段の土木費県補助金で住宅建築物安全ストック形成事業補

助金でございますが、これは国庫補助金で説明した分で耐震改修工事に１２０万円を限度に県補助が３８.
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５％の３件分を計上いたすものでございます。それとプラス耐震改修設計で３０万円を限度に３分の１の補

助分３件分、３０万円をプラスしまして、合計１６８万６,０００円でございます。次ページの下のほうで

ございますが、目２農林水産業費県委託金、林業費委託金でございますが、松くい虫発生予察委託金これは

松くい虫の観察調査の分の委託金です。森林病害虫防除事業委託金、これは航空防除の薬剤安全確認調査に

係る分の委託金でございます。目３土木費県委託金、県河川管理委託金でございますが、あさぎり町内にあ

る県が管理する七つの河川についての、除草作業委託費を受け入れるものでございます。２４ページでござ

います。目２利子及び配当金のうち、林業振興基金の基金利子はこの通り預金利子を計上したものでござい

ます。中段の目１不動産売払収入、節２その他不動産売払収入で素材生産売払収入、町有林の利用間伐素材

生産による杉桧の売上収入を見込んだ収入でございます。２７ページ最下段でございますが、節２林業整備

事業債、これは第２表地方債の表で説明したとおりでございます。あけていただきまして２８ページ、２段

目の目５土木債、道路橋梁債でございますが、３表の地方債で説明したとおりでございますが、歩道整備、

橋梁補修、舗装補修工事等に伴います財源として起債借り入れを行うものでございます。過疎債合併特例債

でございます。次に、歳出のほうをお願いいたします。７７ページをお願いいたします。歳出のほうは主な

もの新たなものについて説明をいたしたいと思います。目１林業総務費でございます。職員手当のうち、時

間外手当１５万円でございますが、これは夜間に行う鳥獣被害対策説明会や林活協会議及び松くい虫防除等

事業で早朝夜間業務に対する手当を計上いたしております。１３委託料、町有林管理業務委託料でございま

す。町有林監視業務林道の維持補修作業を森林組合へ委託するもので、９人分の監視員の委託料でございま

す。次７８ページをお願いいたします。節１４使用料及び賃借料でございますが、これは八ヶ峰町有林へア

クセスするために、私有作業道を使わせていただくための借地料でございます。１９負担金補助及び交付金

のうち、下段のほうでございますが、緑の少年団助成金。これは４万円分の３校分、上小、岡原小、須恵小

分でございます。最下段のチェーンソー・刈払機特別講習受講負担金、これは台風等の緊急倒木処理に備え、

職員が機械の適正使用等を習得するための講習を受講するための負担金でございまして、これ林務職員に限

ったことではないということで負担をいたしたいと思います。目２林業振興費、１９負担金補助及び交付金

でございますが、シイタケ生産組合に対する種駒購入助成事業でございますが、昨年度から６万２,０００

円の減額でございますが、近年の原木購入数が減少傾向にありまして、補助実績に見合う予算を計上させて

いただいております。次に林業活性化推進協議会でございます。活動といたしましては、月１回の会議、木

工展年１回、手仕事展年２回の開催実績等がございます。節２５積立金は林業振興基金の預金利子を積み立

てるものでございます。目３公有林整備事業でございますが、この目全体では上地区町有林が統合された分

でこの目では、金額が約倍に増加をいたしております。１１需用費で消耗品費の２０万２,０００円でござ

いますが、竹枯らし薬剤代、安全祈願祭植樹祭等の用品代でございます。役務費の中で組合手数料、森林組

合へ利用間伐素材生産、売り払い予定金額の５％でございます。市場手数料は、木材市場へ素材生産の収入

の６％と椪積料でございます。森林国営保険でございますが火災等災害時に備えまして、新規更新の町有林

３７６ヘクタール分の掛金でございます。次に次ページの委託料でございます。素材生産委託料、森林組合

へ干ばつで集材した木材を集荷する運搬費用でございます。造林委託料、造林事業補助金と間伐等森林整備

促進事業補助金を活用して、主に除伐枝打ち４.４ヘクタール、間伐１０５ヘクタールを森林組合へ委託す

るものでございます。原材料費、これは植樹祭用の苗木代、肥料代でございます。目４林道維持費、１４番、

使用料及び賃借料でございますが、林道作業道の簡易的な補修及び災害発生時の応急措置作業の機械借上げ

料でございます。１６番原材料費、同じく補修用資材代でございます。目５森林病害虫防除費でございます

が、これは引き続き、深田地区町有林の松くい虫防除に係る事業費を計上いたしております。賃金は松くい

虫発生の予察調査薬剤散布後の安全確認調査の賃金です。需用費の消耗品費、これは防除薬剤代の費用でご
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ざいます。１３番委託料、薬剤散布業務委託料につきましては、ヘリコプター散布２回分を航空会社へ支払

いするものでございます。松くい虫特別防除業務委託料につきましては、防除に係る準備作業等を森林組合

へ委託するものでございます。８０ページをお願いいたします。目８林道新設改良費でございます。これは

須恵地区林道日栗線の法面改良工事を行うもので、既設モルタル吹きつけがひび割れで道に押し出されてお

りまして、その部分ひび割れ部分をはがして新たにモルタル吹きつけを行うものでございまして、委託料と

工事請負費の計上でございます。次に土木費のほうの説明をいたします。ページ８５ページでございます。

目１土木総務費でございます。こちらのほうは主に人件費でございますが１９負担金補助及び交付金の耐震

診断改修設計管理費補助につきましては、歳入でも説明いたしましたが、個人住宅耐震診断を行った場合、

１件当たり国４万円町が４万円、合わせて８万円補助するもので、１０件分８０万円。それから耐震診断を

行って住宅改修が必要と診断された場合、その費用、改修費用に１件当たり、国と県で６０万円を補助する

もので３件分の１８０万円。またその改修の設計管理１件当たり２０万円補助するもので、同じく３件分で

６０万円、合わせて３２０万円を補助金として計上いたしております。目２環境整備資材等支給事業でござ

いますが、この分につきましては、各費用分で合計９００万円でございますが、引き続き住民協働によりま

して、里道の舗装法面の防草対策等を行った場合、事業に必要な資材代、機械の借り上げ等を補助するもの

で、ここ数年の事業実績を見て、２９年度より１００万円減額の予算計上をいたしております。ちなみに、

平成２９年度は２月現在で６地区で共同作業の取り組みをされております。８６ページをお願いいたします。

目１道路橋梁総務費でございますが、１３委託料、道路台帳整備委託料です。２９年度で道路整備を行った

４０路線のデータ修正に係る委託料でございます。備品購入費でございますが、これあのトータルステーシ

ョン、いわゆる測量機器のトランシットでございますが、現在備えてあります機械が不良のため全然使えま

せんので、新たに更新を行わさせていただくために計上したものでございます。負担金補助及び交付金です

が、各種協議会期成会等の負担金がほとんどでございますが、４段目の県工事負担金につきましては、深田

地区県道小枝深水線にかかる負担金でございまして、３０年度は用地補償費、一部改良工事の着工の予定で

ございます。目２道路維持費でございまして、報酬、共済費につきましては、道路改良に伴う所有権移転登

記などに未登記分の書類整理と登記完了事務を行っていただく登記嘱託員の報酬等でございます。未処理の

未登記の処理につきましては約１００件程度の件数がありましたが、そのうち現在で４６件、登記完了見た

ところでございますが、登記手続につきましては分筆相続に伴います関係書類の収集に時間がかかりなかな

か進まない状況でございます。節３職員手当のうち時間外手当でございますが、これは台風降雪時の倒木処

理等に係る職員の休日出勤分でございます。１１番需用費の中で主なものとして、作業員ダンプ等の燃料費

でございます。１０１万８,０００円、町道の補修費及び公用車の車検、整備、修繕料として７３４万円で

ございます。１２番、役務費の中の登記手数料でございますが、これは先ほど申しましたとおり、道路改良

に伴う所有権と移転登記など、未登記分の書類整理と登記事務を行っていただいておりますが、少々の行き

詰まりの状態になってまいりました。そこで３０年度は新たに分筆登記等につきまして、司法書士等に一部

業務を嘱託登記依頼するもので予算計上させていただきました。その下の登記手数料でございますが、道路

維持作業で発生いたしました伐木材竹それからコンクリート、アスファルトがらの処分手数料でございます。

１３委託料でございます。設計委託料でございますが、交付金事業で行います田中橋ほか３橋の補修、架け

替かえの詳細調査設計費として、設計費と道路改良の３路線分の測量設計費でございます。道路維持委託料、

これはシンボルロード、ふれあいロード、町道の除草委託料で、町内事業所、一部シルバー人材センターに

委託する分でございます。調査設計委託料は交付金事業で行います道路法面等の点検費用といたしまして、

１,１００万円を計上いたしております。調査作成委託料は、道路改良に伴います未登記分の地積測量図作

成委託料１件分でございます。道路維持と道路施設等維持管理作業員派遣業務委託料でございますが、道路
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作業員につきましては、平成３０年度更新で作業員を派遣していただきますが、町道等の環境整備を行いま

す。これは１０名分の派遣業務委託料でございます。使用料及び賃借料、機械借上料でございます。道路維

持補修に係るバックホー等の借上料でございます。１５工事請負費でございますが、内訳といたしまして、

舗装補修工事費に１億２,９６０万円。道路補修費に８,３５０万円。それから、各地区からの要望、側溝の

改修、ガードレールの設置、舗装が傷んだ路線の舗装打ちかえ等の、１,８４０万円。年度内に予期しない、

緊急を要する軽微な工事といたしまして３００万円の合計でございます。１６番、原材料費でございますが、

これは道路作業員で行える軽微な維持補修に必要なアスファルト補修材生コン代等でございます。備品購入

費でございますが、これは道路作業員用の背負式刈払い機３台分の更新を予定いたしております。公課費に

つきましては、公用車車検時の重量税５台分でございます。次のページをお願いいたします。８０前ページ

から８８ページにかけてでございますが、道路新設改良費の１３番委託料、設計委託料でございます。これ

は江島田頭線でございます。の改良工事に伴う地質調査、橋梁設計の分、９５０万円。町道薬師堂分の家屋

調査、それから他２件の調査委託料分でございます。１４番、使用料及び賃借料でございますが、これは工

事の設計に使用します積算システムリース料などを計上させていただいております。１５番、工事請負費で

ございますが、これは川瀬中島線の改良工事継続分と岡原地区の天神２７号線の工事費分でございます。公

有財産購入費、同じく江島田頭川線、薬師堂線改良工事他２件の用地購入費でございます。２２番、補償補

てん及び賠償金でございます。同じく江島田頭川線のビニールハウスの補償費でございます。目４道路改良

費、職員手当の時間外手当でございますが、道路改良工事に伴う夜間の地元説明会、用地交渉等の手当でご

ざいます。１３番、設計委託料でございます。道路整備に伴う、黒田古町線古町永才線の用地測量費とＣＢ

Ｒ試験費でございます。１９番公有財産購入費につきましては、古町永才線、今井中学校線の用地購入費で

ございます。２２番、補償補てん及び賠償金は同じく今井中学校線の補償費を予定いたしております。次の

８９ページ目１河川総務費でございます。１３委託料でですね。はい、歳入でも説明いたしましたが、球磨

川の樋管操作作業委託費として２８６万５,０００円、町内にある県の河川管理７河川の除草委託料として

７５万円、それから深田地区田頭川放水路水門操作管理に係る委託料として１１万４,０００円の計上でご

ざいます。目２河川改修費、工事請負費でございますが、町管理の３河川分の過年度で崩落しております護

岸復旧の工事費でございます。これは２９年度で測量設計を終えた部分でございます。最下段の表の目１公

園費でございますが、１１需用費、主なものといたしまして、作業用トラック機械燃料費の１７万２,００

０円。岡留公園の光熱水費、９万９,０００円、同じく軽トラックの整備点検、作業機械、公園遊具ベンチ

の修繕料といたしまして１１９万５,０００円でございます。次のページをお願いいたします。同じく公園

費の１３委託料でございますが、岡留公園遊具の定期点検委託料でございます。次の表でございます。目１

住宅管理費、１１需用費の修繕料でございますが、町営住宅管理４０７戸の中に、中には昭和５０年代に建

てられたものから古い住宅がありまして、入居者からの修繕要望が年々増えている状況でございます。早急

に修繕をしなければならない分、突発的な修繕費用と近年の修繕実績等によりまして６１３万８,０００円

を計上いたしました。次のページでございますが、１３委託料、調査設計委託料でございますが、これは岡

原新堀ノ内団地外壁改修工事の設計委託料でございます。それと浄化槽管理委託料の２０９万９,０００円

でございます。次の表の住宅目２住宅建設費でございます。１３委託料、管理委託料といたしまして平成３

０年度で改修予定の上地区上西団地改修工事に伴う管理委託料でございます。１５工事請負費でございます

が、同じく上西団地改修工事費２棟１０戸分でございます。最後に１１４ページをお願いいたします。災害

復旧関係で目１公共土木施設災害復旧費でございますが、これは災害関連の出張旅費、関連書籍等の予算を

前年同様の金額で計上させていただいております。以上で建設林業課の説明を終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 
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●上下水道課長（深水 光伸君）  はい。それでは、上下水道課所管分一般会計予算の説明をさせていただき

ます。歳入の１９ページをお願いいたします。２マス目、目３、衛生費国庫補助金、節１の浄化槽設置国交

付金で、個人が設置する合併浄化槽１２基分に交付する補助金のうち、３分の１の国庫補助金を計上したも

のでございます。２１ページをお願いします。最下段の目３衛生費県補助金、節１、保健衛生費補助金の１

番目、浄化槽設置事業費補助金は、合併浄化槽設置１２基分の補助金のうち３分の１の県補助金を計上した

ものでございます。歳入は以上です。歳出予算の６４ページをお願いいたします。ページ中ほどで６３ペー

ジから続きます。目３、環境保全費の節１９負担金補助及び交付金、説明の欄２行目、浄化槽設置整備事業

補助金、１２基分４４７万６,０００円。それとあわせて交付する便所改造費等補助金、２０６万円の、６

５３万６,０００円でございます。１２基の内訳は、５人槽６基、７人槽６基の設置を見込んでおります。

６７ページをお願いします。ページの中ほどで、目１０水道費、節１９負担金補助及び交付金は、水道事業

特別会計補助金として、水道事業会計へ総務省の繰入基準相当額を、繰り出しをお願いするものでございま

す。次の節２４、投資及び出資金は、水道事業特別会計出資金として、主に簡易水道事業債償還元金や、建

設事業費の財源の一部として繰り出しをお願いするものでございます。続きまして９１ページをお願いしま

す。最下段の目１下水道費、節２８繰出金は下水道事業会計の歳入の不足額として、繰り出しをお願いする

ものでございます。主に下水道事業償還元金に充てることとなっております。説明は以上でございます。よ

ろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりましたので質疑を行います。まず、農業委員会分について質疑ありま

せんか。ありませんか。ありませんね。次に農業振興課分について質疑を行います。市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  １番、市岡です。農業振興課にお尋ねをいたします。まず初めに７３ページ

と７９ページをお尋ねいたします。２点です。７３ページからですね。こちらのほうで農業施設管理費、と

いうことで備品購入費、２,９７０万円ほど計上されておりますけれども、こちら堆肥センターの経費とい

うことで上げられておりますが、お尋ねしますが、こちらは３０年度３１年度ということで計画をというこ

とを今伺いましたけれども、実際にはこの３１年度どの時点で、もう終わった時点で一応切られるのかです

ね、いろいろ考えを示されたところですけれど、その時点が一つと、相手の委託の、相手先の意向というも

のをお尋ねいたします。もう１点は、７９ページになります。こちら有害駆除のですね、補助金なんですけ

れども、こちらサルが４０頭というところで目標といいますか予定を立てられているということなんですけ

ども、深田地区ですね。ある方から、とにかく高原との境で猿が大発生してるということでごく最近ちょっ

とお話しさせていただいたところでありました。この対策っていうところで、どう考えておられるのかとい

う、まず２点お伺いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  最初の備品購入の有機センター関係の予算関係ですが、３０年３１年度で、

整備を主要な部分を整備しまして、ある程度もう目途がたちましたらですね、現在管理をいただいている事

業者の方に引き受けていただきたいというふうに思っておりますけれども、一応３０年度で指定管理が切れ

て、また新たに契約をしていただいて、それからあと３１年度で最終的な整備を行います。そういったとこ

ろで、こちらは３１年度終わって、３１年度中でもいいんですけれども、もし状況が整えばですね。そうい

った、無償貸付などの契約のほうも進めていきたいというふうに思っております。また、相手のほうの事業

者の方につきましてもですね、気持ちもだいぶ固まっておられまして、そういった整備ができるようであれ

ば、自社のほうで運用をさせていただきたいという気持ちもいただいておりますので、そういうふうに進め

ていきたいというふうに思っております。また有害鳥獣関係の猿の件ですけど、目標は４０頭としておりま

すけど、実際的にはですね、非常に少ない頭数になっております。現在担当のほうで、地域に赴いて自力施
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工の国の補助があるんですけど、柵を張りめぐらしてですね、やっておりますが、そういった中で、地域に

入って、そういった獣害に対する勉強会をしましてですね、猿を含め、シカ、イノシシに関係の生態とか勉

強して、どういったふうにしたら守れる、その被害が少なくなるとかですね、そういうふうなことを考えて

もらっておりますので、捕獲ということと、また追い払いっていうかですね、そういったところもしていか

ないとどうしても間に合いませんので、そういったところを勉強会とかで、現在は柵を設置していただくと

ころの住民の方々には、勉強会をして指導をしていくというようなことをしているところでございます。以

上です。 

◎議長（山口 和幸君）  市岡議員。 

○議員（１番 市岡 貴純君）  はい、まず１点目に関しましては、３０年度年度中でもということでお考え

があるということで、私から考えさせていただきますと、やはり堆肥は使うということはですね、もうずっ

とループしていくということで、どこを目途ってなかなか決めづらいというところも確かにあるかと思いま

すけれども、今の現状見ましてですね、委託先の意向もしっかり組み入れていただいて、早期の実現をして

いただきたいと思います。２点目の有害の捕獲なんですけれども、こちらに関しましても、やはり、地域の

住民の方にまずこういった猿がおる、移動がですね、かなり大群で移動してる。私も現場を実際確認をした

ことがございます。もう本当に民家のそばまできてました。どんどんやっぱりなれてきているようですね。

こちらのほうもしっかりと担当の方、職員の方とですね、町民の方地域の方連携をとっていただいて、柵を

つけるとかですね、あと狩猟の方々にもですね、しっかりとその辺を理解いただいて、なかなか猿目がけて

撃つというのはちょっと気持ち的にもですねあるかと思いますけれども、その対策をしっかりしていただき

たいと、本年も思います。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  答弁は。農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  有機センターのほうにつきましては、ただいま申し上げましたように、な

るべくですね、早い方向で、町管理から離していきたいというふうに考えて、相手方の事業者の方とも協議

をしていきたいと思っております。また有害鳥獣対策に関しましてはですね、年に数回の駆除隊の隊長さん

方との協議もしておりますので、そういったところで連携を図り、また地域での話し合いとかも、そういっ

た対策に対してですね、有害鳥獣対策に対して、啓発していければというふうに思っていますので、今後と

もそういった方向で進んでいきたいというふうに思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに。加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  ７３ページ、畜産事業費についてお伺いします。１９負担金補助及び

交付金の中に、家畜伝染病防疫対策補助金ということで資材３０万円とありますけれど、資材、具体的には

どういうものがあるのでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  山内農業振興課課長補佐。 

●農業振興課課長補佐（山内 悟君）  伝染病予防対策ということでございますので、石灰代とか、そういう

ものが含まれております。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  はい、資材ということでしたので、何か形に残るものがあるのかなと

思ったのでちょっとお尋ねしました。もう既に３月６日の日に天草でカラス５羽、鳥インフルっていうのが

もう発生しておりますので、もう早目早目に情報の収集しながら、準備のほうもしていただければというこ

とで、お尋ねいたしました。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  はい、付け加えまして、養鶏関係でですね、養鶏場とかに網を張ってです
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ね、野鳥が入り込まないように、そういったところの資材につきましても、この補助金で対応しているとこ

ろであります。非常に最近天草のほうでもですね、そういった案件が出てきましたので、また関係農家の

方々には注意を呼びかけたいと思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに。豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  ８番です。ページは７０ページ、農業振興事業補助金についてお尋ねをいた

します。このことにつきましては、機械、施設等の整備についての補助金につきましては、２年目というこ

とになろうかというふうに思います。これがですね、非常に農家側からすれば、要望が多くて、これが恐ら

く今月の下旬ぐらいから希望をとられるかというふうに思いますが、予算額をオーバーした場合の対応とで

すね、どうされるのかということがまず１点と、それから大豆に向けた助成が一緒になっておりますが、説

明の中では１００ヘクタールが目標ということですが、非常に農家の選択が厳しくて、約７０町ぐらいしか

なっていない実績がありますけれども、これに向けての増反への対策といいますか、そういったものがある

かどうか、その２点についてお尋ねをいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  はい、農業振興補助金に関係する農業機械施設関係の補助、２年目という

ことで取り組みますけれども、今回は２,０００万円ということになっております。現在のところは非常に

農家の方々からもですね、いろいろ問い合わせもあっているところであります。まずは、３月末ぐらいに要

望者の状況を把握したいと思っております。そこで２,０００万の範囲にですね、納まっていけばいいんで

すけれども、どうしてもということなりますと、その通知には、やはり抽せんをしなければならないとかい

うところもお示ししてですね、しなければならないんですが、また残りの３,０００万円だもんですから、

前倒しして行うのかその辺は３月の状況を見ながら考えたいと思いますけれども、これまで農業振興補助金

の機械関係でですね、５００万円ほどの予算は例年お願いしてまいっております。その中でもしも許される

のであればですね、まだ、この個人に対しての補助金だもんですから、それが取り組めておられない方につ

きましては、特例でそれを延ばすような考えもあります。次年度まで待っていただけるような状況であれば

ですね、それは３１年度でお願いしたいというふうに思いますけれども、３月の状況でそこは確認したいと

思います。それと、大豆のほうなんですけれども、やはり、ＪＡさんといろいろ協議しながら行っておりま

すが、大豆部会の会長さんも、話を聞いたりして増反に向けて取り組みはしているものの、やはりどうして

も、現在の転作関係の補助金がネックになっておりまして、その辺が今年度はどうかわかりませんが、国の

事業もいろいろ見直しが、今回今後進められるような状況もありますので、その内容を見ながら、もしも大

豆のほうに増反をしていただけるようなですね、支援策が産地交付金とかあるんですけれども、そういった

ところが見直しができるようであれば、その辺も考えながら、取り組みたいとは思いますが、そう簡単には

いかないと思いますけれども、またＪＡ、町と協議しながら進めていきたいというふうに考えております。

以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  豊永議員。 

○議員（８番 豊永 喜一君）  機械とか施設のですね、補助金につきましては、３月の募集を待ってという

ことでありますので、恐らく２,０００万じゃ足らんだろうというふうに私は思うんですが、そこらあたり

の対応ですね、きちっとお願いをしたいというふうに思います。それから大豆の振興についてはですね、こ

れについては課長が話をされておりましたように、交付金絡みの関係もありますけれども、ＪＡと作ってお

ります農業振興協議会あたりでですね、もう少しここら付近は、有効な手だてを考えないと増反には全然つ

ながらんというふうに思うわけですよね。せっかく需要はあるわけですから、もう少し本腰を入れていただ

いて、よそのですね、よその産地あたりは増えとるところもかなりあるわけですよね。そういったところを
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先進地にでも行かれて、研修をされてきちっとこちらのほうに反映させていただければというふうに思いま

すが。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  御意見いただきましてありがとうございます。他のですね、県では非常に

大豆の作付が伸びているところもありまして、どういったようなですね、支援策をされているのか、そうい

ったところも今後参考にしながら進めさせていただきたいと思います。ありがとうございました。 

◎議長（山口 和幸君）  ここで休憩いたします。午後は１時３０分から再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５５分 

再開 午後 １時３０分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き会議を再開いたします。質疑ありませんか。小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  はい、６番、小出です。７５ページですね、目の１５の環境保全型農業直接

支払い制度のことですが、この一番上に４００万計上してありますが、この事業は平成２８年度から取り組

まれたということで現在２３戸５７ヘクタールということですが、この事業の要件として、化学肥料とか、

農薬を２分の１に減らした場合に８,０００円やったですかね。それと堆肥の活用で４,４００円、有機農業

に取り組まれた方が８,０００円ということですが、どの取り組みがやっぱり一番多いか、その点について

お尋ねしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  はい、取り組みの内容で多いところではですね、やはり有機農業で取り組

まれる方が約３９ヘクタールになるところです。あとは、カバークロップ関係とかが出てきます。それと、

堆肥の施用ですね、その辺が１５ヘクタールから１７へクタールほどになるような状況になっております。 

◎議長（山口 和幸君）  小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  今後ですね、この交付要件が見直されるということを聞いていますが、その

点担当のほうに説明があっているのかお尋ねしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  会計検査の方の調査でですね、やはりあのこういった環境保全型を交付す

るに当たっては、やはり所得の向上が見られないというところがあってですね。その辺を見直されるかどう

かっていうのは、まだはっきりはしませんけど、やはりこういった取り組みをされるのであれば、そういっ

た有機農業で所得が向上したというのが、やはりあの成果が見られないようであれば、その辺は見直される

可能性はあるというところは聞いているところであります。 

◎議長（山口 和幸君）  小出議員。 

○議員（６番 小出 高明君）  先日のですね、あの農業新聞の中に国際基準の農業生産工程管理ですね、ギ

ャップ、それの専門家による研修とか、そういった指導を受ける認証の取得に向けてですね、そういった指

導、研修を受けることを義務づけに持っていくようなことも書いてありましたが、そういうことについてお

尋ねしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  農業振興課長。 

●農業振興課長（甲斐 真也君）  はい、説明が漏れておりましたけれども、ギャップ認証につきましては、

今後推進されていきますけれども、環境保全型というのはそういったギャップに近いような取り組みもあり

ますので、取り組まれる、この環境保全型に取り組まれる方につきましては、そのギャップ認証まで取得す
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るっていうところまではないんですけれども、そういったギャップを取得するための勉強ですね、はしてほ

しいということで、その取り組みについては、今後追加されるような話は聞いております。 

◎議長（山口 和幸君）  他に、永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい、９番です。ページは７１ページのですね、地域の話し合い推進補助金

についてお尋ねします。説明で人農地プランあたりの説明とか、何といいますか取りまとめのための話し合

いだろうと思いますけれども、そういったところでもうこれ数年経ってますですよね。成果といいますか、

何か結果とかいろいろもう認められるようなことでてますか、お尋ねをいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  山本課長補佐。 

●農業委員会課長補佐（山本 祐二君）  はい、地域の話し合い等がですね、行われて、もう数年たっており

ますが、そこで出た案件、要望、農家さんの要望等をですね、町のほうで取りまとめて、農政のほうに活か

す、農業行政のほうに活かすというのが一番の目的です。もともと農地中間管理機構の委託事業で、そこで

人農地プランとか農地中間管理事業のお話を中心にやりなさいということで、補助も受けてるわけですが、

町としましては、農業支援センターのほうの立ち上げの基礎になったり、それから農業法人化、これからも

取り組んでいきますが、そういった部分の話し合いといったその基礎の部分ですね、そういったものも地域

の要望なりというのが、この地域の話し合いの中でなされたことは事実で、それをぜひ町のほうで検討して

今度皆さんにお返ししていくというふうな形を成果と言えるかどうかわかりませんが、活かさせていただい

ているというところです。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  はい、支援センターとかですね、いろいろお話出ましたけども、そういった

ところで活かされればありがたいと思っております。しかしながらですね、今話の中で、農地中間管理機構

もこの話が出ましたが、ちょっとあの言わせていただきますけども、これ非常に何かハードルが高いですよ

ね。そこを利用するといいますか、なかなか農地中間管理機構の云々、あそこを通して、農地の貸し借りを

するとか、そういったところは非常に難しいところに、私はなっていると感じておりますけども、どうお考

えですか。 

◎議長（山口 和幸君）  山本課長補佐。 

●農業委員会課長補佐（山本 祐二君）  農地中間管理事業にはですね、農地の貸し借りの間に、熊本県の農

業公社というのが間に入って、ひとつ一番の利点は、大規模でたくさんの農家さんから農地を預かっている

方が、小作料の支払いとかで、何１０件も今まで払いにいったり、米を納めたりしていたものを、すべて農

業公社が一括で引き落として何十件もの、今度は出し手さんのほうに口座振り込むというふうな非常に有効

な手だてということで今利用いただいております。永井議員おっしゃっておりました非常に難しいという部

分はですね、これには貸し借りをする上で、ステップが４段階あります。今、２６年ぐらいに始まりまして、

２４件ぐらいの成立をしておりますが、あさぎり町では。すべてステップワンという、もう既に農地の貸し

借りをしていた方が、切りかえたり、やみ小作をしていて実質管理をしていた方が、農地中間に切りかえる

と言った場合、この場合は、非常に簡単にといいますか、簡易な手続でできております。３月の農業委員会

の総会にも１３件ほどかける予定です。議員おっしゃった難しいという部分はですね、本当に農家さんが今

やっておられる方がやめたときに、今度はその農地をだれがつくるかっていう時にマッチングという、耕作

距離、通作距離が近いとか、団地化ができるとか、そういった部分を調べておかないと簡単に例えばお友達

だからとか親戚だからということで貸し借りができないと。なるべく団地化をしなさい、通作距離を短くし

なさい、集積をしなさいという部分が目的になっております。これを調べて貸し借りをするという部分、ス

テップ２、３、４ぐらいになると難しいという部分です。以上です。 
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◎議長（山口 和幸君）  永井議員。 

○議員（９番 永井 英治君）  私は言葉でですね、本当に難しいといいましたけども、そこらあたりをです

ね、担当課、担当職員の方のいろいろなやりようといいますか、そういったところでよき方向にいきますよ

うに、そしてまた一番目に質問いたしました、この話し合い、地域の話し合い、推進補助金が出ております

んで、そういったところでですね、農家の皆さんにも周知なり何といいますか、取りまとめた協議の結果の、

人農地プランの、毎年１回公表されてますよね。これだけではなくて、本当にあの実のある話し合いになる

ように、よろしくお願い申し上げます。 

◎議長（山口 和幸君）  答弁は。山本課長補佐。 

●農業委員会課長補佐（山本 祐二君）  ありがとうございます。そういった部分をいろいろ検討させてやっ

ていきたいと思います。それと、農業委員会のほうでもですね、予算にも説明がありました農地中間管理事

業に関しましては、非常勤職員を今募集をしておる途中でございます。一人人入れてそのあたり強化をして、

また地域の話し合いにもですね、積極的に参加をさせてですね、私たちも含めて、出た成果をまた農家の皆

さまにお返しするということで、つながっていけたらなと思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにありませんか。いいですね。それでは、次に商工観光課分について質疑を行

います。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １１番です。ページは８１ページのですね、右の下段にあります、熊本

県フードバレー推進協議会負担金についてお伺いいたします。このフードバレー推進協議会の大きな事業と

いいますと、ネットワークの形成、人材の育成、情報共有発信というふうになって三つの柱で行っておられ

ますけど、これらの事業に関しまして、今年度３０年度におきまして、あさぎり町からどのような事業に、

またどれぐらいの人数を参加していただいて、その成果をどのように上げていかれるおつもりか、まずこれ

について伺いたいと思っております。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、県南フードバレー事業につきましての本年度の成果については、ま

だ確認できておりませんので、また。 

◎議長（山口 和幸君）  来年はていう話じゃろ。３０年度はちゅう意味。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  ３０年度事業につきましても、まだ計画等上がっておりませんので、今後

計画を確認いたしまして報告したいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  実際、私も一回参加したことはあるんですけど、あさぎり町からも何人

かいろんな講演会とかに行かれるしですね。負担金を出す以上は、やはりそれなりの効果があるものと我々

思うんですよね。これをネットワークの形成とか人材育成とかに向けたいろいろな事業がメニューがござい

ますね。予算を立てられるときに、担当課としましては、どういうふうな事業に行っていただいて、どのよ

うな成果といいますか、そういうのを求めたいということがあっての予算計上だと思うんですけど、まだ募

集してみないとそういう事業に参加される方の人数もわからないと思うんですけど、やはり過去も何年かこ

れをやって負担金を出して、この事業に参加されてるんですよね、多分。だからその辺を踏まえて、３０年

度は今までこうだったから３０年度はこういう、事業を詳しく申し上げますと、新商品の開発とかそれから

講演会とか、バイヤーとの意見交換とかありますよね。だからその辺のところを、２９年度までを踏まえ、

３０年にその負担金を出して予算を計上するんであれば、その辺のところにこの県南フードバレーに関しま

す効果というのはなかなか我々にもまだ見えづらいもんが一般のものにありますので、それを負担金を出し
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ていく以上は、その効果を県南と言っても八代でとまっても困るもんですから、やはりこの球磨郡にまでそ

れが波及するためのこの事業に対する思いというのはやっぱりその担当課にはあるべきと思うんですけど、

いかがでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、現在フードバレーに加盟されているあさぎり町内の方が、２９社ほ

どございます。例えば講演会であったり、物産展であったり、そういったことに関しましてはやはりあさぎ

り町では推奨商品であったり、販路拡大のメンバーであったり、そういった方々にお声かけをして参加を促

しているという状況です。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  今２９社とおっしゃいましたけど、この事業の中には講演会等の開催も

盛り込んでありますよね。県南フードバレーに関して、農業者全体としても、その６次産業に向けてとかで

すね、県南フードバレーの存在すら知らない農家もいるかもしれませんので、やっぱりその事業の中に、町

としてもですね、それ関連の講演会あたりもその県南フードバレーの協議会のほうに要請をしてでもですよ、

やっぱり球磨人吉で開くということでもやっぱり考えるべきではなかろうかと思うもんですから、こういう

質問をしたわけでございますけど。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、今後とも、農業振興課と協議しながらそういう農家関係の６次産業

目指す方等を対象にしたですね、講演会についても御案内していきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  他に、久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  ５番、久保です。まずですね、８１ページの最下段の商店街駐車場運営補助

金についてと、それと８４ページの最下段、定住促進奨励補助金について伺います。まず、駐車場のほうで

すけれども、今回、３３０万円ということで、内容は先ほど１５万円の１２カ月の賃借料が１８０万円と、

整備費で１５０万円と。この月の月額１５万円の積算根拠、以前全協かなんかでも伝えていただいてますけ

れど、もう一度それを伝えていただくのと、あと今の利用状況ですね、駐車場の。これを教えてください。

この定住促進奨励補助金のほうですけれども、５名の方が今回この補助金を受けられてますけれども、ヒア

リングの中でどのような経緯で定住をされようと思ったのかというところをですね、がつかめているのかと、

それと今回のこの予算増において、内容がどのように充実されたのかというところをまずはお聞きします。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、まず、商店街駐車場運営補助金について御質問ですけれども、借地

料１５万円につきましては、当然所有者との交渉結果とはなりますけれども、要するにその近傍同士といい

ますか、その近辺の駐車場借地料というのが１台につき３,０００円というのは相場であったということで、

５０台程度はとまるんじゃないかということから、３,０００円の５０台の１５万ということで決まったよ

うであります。それと、利用率と言いますが稼働率といいますか、につきましては、現在まだ調べてらっし

ゃらない状況です。新年度になりまして、現在商店街駐車場等で商工会と契約されてる方々の車をですね、

そちらの今回お借りしている駐車場のほうに移動していただくと、そして駅前の芝生の駐車場については、

芝生の養生期間を設けながら対応していこうということになっておりますので、新年度になりましてから、

そういった利用率等を計算していきたいと思っております。それともう一つ、定住奨励金につきましてです

けれども、この定義としましては、３年以上町外に住所を有した方で、今回あさぎり町に新築もしくは中古

住宅の物件を購入された、本人名義ですね、方を対象に、４０歳未満でしたら５０万、それ以上でしたら３

０万という内容になっております。それで２９年度につきましては、４０歳未満の方が２件、それ以上の方
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が３件定住されております。ですから５世帯の１５名の方が、あさぎり町民となられております。直接的に

その人口増といいますか、定住者がこの補助金によって増えた要因とは言えませんけれども、少しでも人口

増、人口の減少を食いとめるということでは効果はあったんじゃないかなと思っております。対象者の方に

こちらに住むきっかけはっていうようなアンケート調査等は行っておりません。ですので、たまたまそうい

った補助金があったというのを、ホームページ上とかで知られたのだと思います。今回、４００万という予

算を計上しております。２９年度が３００万で、昨日補正予算で６０万円の減額をしましたけれども、もう

ちょっと周知が足らなかったんじゃないかなというふうに商工観光課でも考えておりまして、もうちょっと

ホームページであったり、回覧であったり、そういったもので周知することで、需要はふえるんじゃないか

ということで、今回増額の予算を計上させていただいております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  久保議員。 

○議員（５番 久保 尚人君）  駐車場のほうですけれども、まず新年度からの利用台数等ですね、これを確

実に把握していただいて、多分やはり、こういうふうに大きい金額の賃借料を払う物件でもありますので、

その金額が妥当かどうかというのを議論する上でも、今後必要な数字になってまいります。適切に把握して、

この一年間ですね。これからの一年間適切に一度把握していただきたいと思っております。それから、もう

一つの定住促進奨励補助金のほうですけれども、この補助金というのは、どちらかというとあさぎり町に来

ることを先ほど申されたように、来ることを決定した後にこういうのがあるよというのに気づかれて、じゃ

これはせっかくだもらっとこうということになってくる補助金であります。できましたら、定住促進のため

には、その来てくれた方々がですね、何でうちの町を選んでくれたのか、どこに魅力を感じてくれたのかと

いうところを一度把握していただいて、そちらのほうに力を注いでいただくほうが、よりこの定住促進とい

うのには変わってくるのかなと考えておりますので、そこのところは商工観光課のほうでぜひ考えていただ

きたいと思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、駐車場の利用台数につきましては、新年度より把握していきたいと

思います。また、定住奨励金につきましても、やはり申請された段階でそういったアンケート調査等も考え

ていきたいと思います。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  いいですか。ほかに。森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  １９ページのですね、商工観光国庫補助金ということで、農水省より予算がつ

いたということで、全協の折またそういったことで聞いておりましたけれども、この分の先ほどは販路拡大

という内容でございましたが、もう少し具体的な内容を教えていただきたいということと、４２ページので

すね、地域おこし協力隊が２年目と１年たったところですかね。このあたりの効果はどうなのかということ

と、あと予算書の中で需要費の関係で、公用車の燃料費と、また普通の燃料費と計上されておりますが、こ

の内容についてまずお伺いしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  まず、山村振興山村活性化支援交付金につきましてですけれども、これに

つきましては、農水省管轄でですね、山村の豊かな地域資源を通じて、地元の所得、雇用の増大に向け農林

物産、そういったものを初めとする地域住民の方々が協力した取り組みを支援する事業となっております。

それが現在、振興社のほうで行っております販路拡大事業の内容と合致する点がありまして、そちらの交付

金を活用して事業を展開していこうということです。その事業の内容としましては、これまでの販路拡大強

化事業の内容とほとんど変わりないところであります。ネット販売の売り上げ向上支援、そして商品開発、

磨き直し支援、そして既存商品の販路開拓ということで、事業内容はほとんど変わりないところであります。
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地域おこし協力隊の効果ですけれども、そうですね１年目といいますか、お一人は１２月、お一人は３月か

らでしたので、もう１年ちょっと過ぎておりますけれども、お一人の方は、観光に特化した動きといいます

か、そういったところで例えばゲストハウスであったりとかグリーンツーリズム関係であったり、そしてお

かどめ幸福駅の駅前でのマルシェの開催であったり、こういったものを主体的に活動されてこられました。

やはり地域とのつながりという点では、マルシェにつきましても、地域婦人会等とのつながりがかなり密着

にしておるようでございます。そしてもう一人の方は、特産品開発という観点から頑張っておられましたけ

れども、社会福祉協議会が行っております子育てサロン、そちらのほうに入っておられまして、毎月そうい

った子育ての相談役であったり、食生活の指導であったり、そういったことにかかわられております。それ

とやはり本人としましても、まだ可能性といいますか、どういった方面で自分の役割が果たせていくかとい

う部分を、手探りの状況でもありますが、特にあのご本人は健康に留意したといいますか、ビーガン料理要

するに菜食主義者の料理ですけれども、そういったものをデトックス作用があるということで、町にも拡大

させたらいかがだろうかというような動きもされております。ですから２年目につきましても、さらにそう

いった活動の幅を広げられていくことになるかと思います。それと先ほど燃料費の違いとおっしゃいました

けれども、４２ページの公用車燃料費とありますが、公用車燃料費につきましては、企画財政課が所管しま

すけれども、もう１人３人分計上しているということで、３人目の予算が公用車燃料費になってます。下の

燃料費につきましては、今２名の地域おこし協力隊の燃料費となっております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  はい、さきのですね、農水省からの件につきましては、そういった財政の厳し

い折ですね、そういったことをいただければ活用いただいて、地元産の活用につなげていただけばと思いま

すので、頑張っていただきたいと思います。それから地域おこし協力隊につきましてはですね、将来にとっ

ては定住化もしくは起業していただくということができれば、それにこしたことはございませんので、所管

は企画財政ということでございますが、３名ほどまだ、もう１人ぐらいはというような考えであられるよう

でございますので、ぜひともですね、こういったことの健康とか、そういった町のそういった旗印にちなん

でいただいて、そういった取り組みを続けていただければと思いますが、なかなか目に見えてないところが

多くてですね、なかなか個人的に行動されてるんじゃないかというお話も聞きましたもんですから、具体的

にどのようなことされてるのかということがですね、ちょっと見えないもんですからですね、こういった場

でちょっとお聞きしたわけでございますので、ぜひともこうそういった方々に手を差し伸べていただいて、

地元に残っていただくようにというようなことでございます。先ほど燃料費のことですが、これについての

積算はどういった形で出されとっとですか。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、２９年度の実績に基づいて平均の金額を上げているという状況です。

以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  森岡議員。 

○議員（７番 森岡 勉君）  なかなか活動がですね、日々違うわけでございますので、そういった明確なと

ころですね、これお聞きしたのは、監査委員からの指摘でございましたので、そういったところの線引きを

ちゃんとしてくれということを要望しておりましたので、そういったところであればいいと思いますので、

今後よろしくお願い申し上げておきます。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、今地域おこし協力隊につきましての要望といいますか、御意見いた

だきましてありがとうございます。２年目につきましては、もう少しやはり地域に密着した活動で皆さん方
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に見える活動ということで、心がけさせていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかに、溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  はい、１４番です。すいません。重複するかもわかりません。今の地域お

こし協力隊の件についてですが、１名町長のほうから増員をですね、したいというお考えで、先般回答いた

だいておりますが、やはり去年常任委員会でもこのことについて視察を担当職員とも行って、かなり違った

活動を見てきたと思うんですね。職員もですね、私どもも。そういうことから、今の質問にも入られたんじ

ゃないのかなというふうに思うわけです。そこでやっぱり今度募集するにはですよ。しっかりとしたやはり

目的目標っていいますかね、来ていただいてから何をしようかとかって悩ませるようなことでなくして、し

っかりともう当初から、募集の段階から明確に私はするべきではないのかなと思うんですね。ですから、前

回のように、今のお二人はもう地域全体の中でその特産品であったりとかですけれども、やはり今回は私は

もう地域にもうその特定の地域にですね私は入り込んでの、地域支援も含めたところでの活動といいますか

ね、それも一考私は考えていただけないかなって思うんですね。先般の視察の状況はそういうことでしたん

で、それも踏まえたところで、今どのような形であと一人増員をしようかという計画があられるのか、そこ

を私はお伺いしたいんですけれども。 

◎議長（山口 和幸君）  募集は企画がしとっとでしょう。町長答弁。町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい、今聞いてましたけど、いずれにしてもですね、おっしゃるとおり今２名来て

いただいてますが、今年はより明確に行動が見えるようにすると、担当も言ってますのでそうしたいと思い

ますが、あと一名は、今溝口議員が言われましたようにですね、今度はかなり明確なもうこういうことをし

たいんで来てくださいということで考えてます。どれやるか検討いたしますけど、いずれにしても、もうは

っきりとですね、やっぱこの地域でこういうことをやってみたい方いらっしゃいませんかという投げかけを

持った上で、今後は取り組んでいくということで、そこは方向は確認してますので、今おっしゃった提案を

受けながらですね、していきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  はい、他に。加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  ３番、加賀山です。２点お願いいたします。８１ページの商工費、１

３委託料、あさぎり駅前複合施設整備基本構想計画策定委託料、やっと動き出したかなっていう気がするん

ですけれど、これについてはどういうコンサルの方が入っていただいて、主にどういうことをリサーチして

計画を進めていかれるのでしょうかっていうのが１点。それから８２ページの広告料リーフレットの増刷と

なっておりますが、具体的にどういうリーフレットのほうを増刷されるのか、２点です。お伺いします。 

◎議長（山口 和幸君）  商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、まず１点目の駅前複合施設基本構想計画策定委託料ですけれども、

そうですね、やはり建築設計の高い技術と商業用途の企画立案等を行う専門知識がある業者を選定というこ

とになると思いますが、やはりあのもう公募型プロポーザル方式で技術提案を求めていきたいとは考えてお

ります。それともう一つ、観光パンフレットリーフレットにつきましては、現在活用しておりますが、すい

ません、市岡議員、ちょっとお見せいただきますか。一応こちらが観光パンフレットです。こちらがリーフ

レットということで、増刷する予定であります。リニューアルが、３１年度を計画しておりますので、３０

年度まで増刷で対応したいと思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  加賀山議員。 

○議員（３番 加賀山 瑞津子さん）  以前質問したんですけれど、駅前周辺広場ですね、あさぎり町のラン

ドマーク的なっていうのもうたってありますので、非常に皆さんの関心も深い場面ですので、そのプロポに

関しては、私たちにも当然、途中経過っていうのはやっぱですね、町民の意見を入れながらっていうので進
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められると思いますので、慎重かつ詳細なところでの進行をお願いしたいと思います。リーフレットに関し

ては、あさぎり町は今までも何種類もですね、パターン化してつくってありますので、ある意味形がばらば

らでしたが、やっぱある程度統一性のある、他からこられたときに、ちゃんとこう袋に入るやっぱコンパク

トなものは必要かなと思いますので、さっき３１年度でっていうことを考えてらっしゃるということでした

ので、また内容の精査をしながら、わかりやすいＰＲの方をお願いしたいと思います。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  答弁。商工観光課長。 

●商工観光課長（北口 俊朗君）  はい、駅前につきましては、特に慎重に進めていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにございませんか。ありませんね。それでは次に、建設林業課分及び上下水道

課分について質疑を行います。橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ４番、橋本です。まずは、ページ８９の公園費の中でちょっと伺いますが、ち

ょっとお尋ねなんですが、それと上水道も一緒に言ったほうがいいですかね。それと、水道費６７ページ、

すいません。２点のことをちょっとお伺いします。まずはですね、岡留公園の先日ちょっと私岡留公園行っ

たら、今隣を整備されてますよね。その整備がですね、今後どぎゃん形なっとか。もともとあそこはグラン

ドゴルフがありましたよね、公民館の横は。あそこの部分を今後どういう計画でなされるのかちょっとお聞

きしたいのと、もう一つがですね、今全協の中で、須恵のポンプ場がちょっと水源がちょっと水が足らない

のでということで、タンクで汲んでいる現状がありますよね。今後はこのまままた、毎年こういうことをし

ていくのか、それともそういう将来的にその一つの水道事業になりましたんで、順番的にいくのかちゅうの

をちょっと２点のことをお聞きします。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  はい。岡留公園横の竹林伐採造成につきましては、発注元は一応総務課

のほうで工事のほうは発注しておりますけども、もともとの発想は、駐車場と今おっしゃいましたグランド

ゴルフ場の兼ね合いのことでも話があっておりますので、まずあのどちら側に駐車場を置くか、既設のグラ

ンドゴルフ場をですね、どちら側に配置するかもですね、地元との協議もまだ終わっておりませんので、そ

こらを踏まえたところでですね、配置計画といいますか、公園の駐車場としての計画は進めてまいりたいと

思います。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員、あの上下水道課分の水道は、特別会計のところでしましょうか。一般会

計のところでなかなか答えづらいかもしれんですね。よかですか。はい、今の建設林業課長の答弁に対して、

どうぞ、橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  ですね、住民の皆さんとちょっと打ち合わせいただいて、十分理解いただいて

からやってもらって、あそこはもちろん舗装さるっとでしょうかね。そのままでしょうかね。そこらも含め

た上で考えてください。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  はい、今その後のですね、整備計画についてはまだ３０年度の予算上は

まだ出てまいっておりませんので、舗装等も含めてですね、発注元の総務課、それから建設林業課交えたと

ころ、それから当然地元の役員の方々とですね、協議した上で、協議を進めてまいりたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  いいですか、他に。小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  １点建設林業課にちょっと伺いたいと思うんですけど、８５ページの耐

震診断等補助金３２０万につきましてお尋ねいたします。補正予算、２９年度の補正予算でも出てまいりま

したけど、申請がなくて、今年度また同額前回は申請がないということで、本年度はまた３２０万の助成予
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算をつけてございますけど、去年、前年度のですね、未申請というのは非常にもったいないことだと思うん

ですね。地震を叫ばれる、防災上もったいないと思うもんですから、それの反省に踏まえて、本年度の３２

０万をどのように今後、申請をいただけるような方に持っていくのか、その辺の工夫はなされておりますか。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  はい、ただいま御指摘いただきましたように、つい先日ですね、全額２

９年度の補正予算から落としたところですけれども、まず、規定による耐震診断行っていただくことが先決

でございまして、次のステップとしてその診断を受けた方が、次は改修を行いたいから設計をこの事業を使

ってやる、また次の段階で工事を行うという段階に進まれると思うんです。相談自体はですね、数件お見え

になられてはいるんですけども、なかなかこの事業に話を聞いて手を上げられるていうですかね。そこまで

至らないというのが数件あったように思います。ですから旧耐震の建物が対象ではございますけども、しか

も個人住宅ですね。なかなかその実際に身近で大きな地震、熊本地震はありましたけども、近くで半壊以上

の被害を受けてないということで、真に迫ってないというのもあるかと思うんですけども、ＰＲに関しまし

ても引き続きですね、昨日広報紙等を使ってやっておるということは申しましたけども、さらに個別にです

ね、またあたれる場合があればですね、機会あるごとにこの事業につきましても、広報啓発は行っていきた

いというふうに思います。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  私が察するところですね、耐震診断は数十万でできると。実際改修に及

ぶとなると、家を解体といいますか、やっぱりかなり手を入れてやる以上は何百万かかかるだろうというこ

とで、ちょっと及び腰になるような場面もあろうかって想像したんですね。今日耐震に対する改修のことに

ついてちょっとホームページで昼調べてきたんですよ。そしたら、１００万以下でも相当いろいろ工法があ

りましてですね、８０万ぐらいでもＩＳ値が０.５なのが１に上がるとかですね。そういう工事もあるよう

にここにあるんですけど、いろんな工法があるもんですから、これを見ると、結構実現可能な耐震の工法が

あるんだなということがわかりました。だからこういうのをですよ、建設課も備えておられましてですね、

みんながこういう情報を得ることは非常に難しいんでしょうけど、やはりあの担当課としましては、１００

万以下でこういう全然外は扱わないでも補強するような工法だってあるということを知らせていただければ、

割ととりつきやすいのが結構あるように思いました。ブレスを入れるだけでも相当上がるということで、全

然家を使わない。そういうのが情報がいっぱいあるわけなんですよ。１００万以下でもかなりありますので、

やはりこのウッドピタというのは、外にこの枠をつけるような工法なんですけど、これは２７０万程って書

いてありますけど、１００万以下がありますので、この辺のところはやっぱり調べられてですね、そういう

相談にこられる方にはできるだけ負担がないような工法等のお知らせ等すれば、やはりこれ無申請でまた来

年度補正で減額するようなもったいないことは起きないと思うんですけど、その辺はいかがお考えでしょう

か。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  今ちょっと手元にある資料ではちょっと確認できない部分がありますの

で、基準工事額に限度があるのかないのかですね、そこら辺も含めて最終日の総括質疑の折に調査してお答

えしたいと思います。それと建築設計事務所あたりにもですね、そこら辺りも確認をいたしまして、今おっ

しゃられましたような内容がですね、住民の方あるいはその工法等とのＰＲができるのかはですね、お話を

聞いてからご答弁をいたしたいと思います。すいません。 

◎議長（山口 和幸君）  最終日の答弁ということで、じゃほかに。溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  ２点お伺いします。まずは、県道工事費の負担金が３００万と出ておりま
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した。深水小枝線と言われましたが、ちょっと深水小枝線と言われると、私の頭の中ではせきれい館の後、

裏の十字路のあれですかね。今、途中まで行ってる部分ですか。その辺をどこまでどういうふうに県がする

のか、内容を教えていただきたいと思います。それと、もう１点は、７８ページの林業振興費ですが、今回

２億円の基金の設置をいただきました。これを見ますと、今回は１円もですね、その基金の活用は計画なさ

れておりません。利息分はそのまま積み立てに入っています。私はせっかくですね基金を設置した以上は、

当初から希望をしたいと活用したいという方もおられるんですけれども、これが予算がないのに、今度は申

し込んでも次の補正予算でしかこれは対応できないというふうに私は今見てるんですけれども、そのような

対応でいいんだろうかなって思うんですね。やはり必要なところに早い段階でやっぱり対応してあげるとい

うことが私は大事ではないのかなと、今回農業振興補助あたりも相当に予算をつぎ込んでおられて、当初予

算計上をされておられます。それが１点とですね、もう一つは林業補助の補助金要綱というのがありますね。

そして、別表で内容を少し書いてありますが、若干前回の全協の折に申し上げたんで修正があっております

が、この林業従事者の育成促進事業補助金、これの部分のですね、あくまでもこれ新規林業従事者、この新

規というのは取れましたかね。前回言わんじゃったかな、私はわかりませんが、これはそのまま生きてるん

ですかね。新規っていうのは。落としてあれば、今、使っておられる機械等がだめならですね、農業関係と

同じように借りかえもできるわけですね。ところが、新規が消えてなかったら、今働いておられる人たちが、

機械更新をしようっていって、これ対象にはならないんじゃないのかなと思うんですけれども、その辺をち

ょっとお伺いしたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  酒井課長補佐。 

●建設林業課課長補佐（酒井 裕次君）  はい、まず県工事の負担金３００万円ということですが、県の管理

路線であります小枝深水線、議員がおっしゃったように、深田地区のせきれい館から相良まで通じる県道で

ございます。その中で、今現在工事の予定されております箇所が、あの路線を行きますと途中から古草城の

ほうに町道分かれてまっすぐ行く道と、右の方に県道は行きますが、それを過ぎましたらヘアピンみたいな

感じで狭小な箇所がございますけども、そこの区間の工事を予定されてるということで、来年におきまして

は、その分の用地買収あるいは、場合によっては工事まで入るということで、それに対する計画における負

担金ということで計上させていただいてるところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  建設林業課長。 

●建設林業課長（坂本 健一郎君）  林業振興基金のですね、予算執行の予算計上についてでございますが、

このことは今回予算を上げる際に、要綱を検討する際にもでしたけども、課内で検討いたしましてですね、

概算を上げようか、どうしようかというのはちょっと協議はしたところなんですけども、いずれにしまして

も、この手続上ですね、国県の補助制度ほどはやかましくないものの、一応それなりの事業計画書を上げて

いただいて、結局後払いといいますか実績払いということになりますので、要は申請が上がった、協議が上

がってきた、ほぼ金額がどのくらい計画が上がっている段階で、補正予算上げても十分に間に合うんだとい

う判断のもとに、今回はあえてといいますか、当初予算には計上いたさなかったものでございます。それか

ら要綱の内容で、林業後継者関係でございますが、２項目ございまして、林業従事者育成のための経費、そ

れから先ほど言われました私用林業機械を導入するための経費補助ですね。この後段のほうにつきましては、

新規林業従事者というのはそのまま残しております。前段のほうにつきましては、林業従事者育成のための

免許取得等ですね。各種林業関係の免許取得に関する定額補助を行うということにしておりますので、現在

のところ私用機械につきましては新規林業従事者ということに限定をさせていただいておるところでござい

ます。 

◎議長（山口 和幸君）  溝口議員。 
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○議員（１４番 溝口 峰男君）  町長、お尋ねしますが、林業のチェーンソーであったり刈払い機であった

りですね。やっぱりこれももう使えば使うほど、早い段階で更新していかないと無理な機械なんですよね、

これは。この新規だけしかこれが使えないっていう時には、私はこの基金がですよ、非常にここの部分につ

いては、地域の人たちからすると、何でやと。農業関係はですよ、今使ってる機械の更新は見てくれるわけ

ですね。そして中古までも対象となっているのに、林業だけは何で新規だけで、今一生懸命従事している人

たちが機械を更新しようたって対象にもならんと。非常にこの部分の不公平さと言いますかね、平等性に欠

けるんではないのかなあっていうふうにも考えるわけですけれども、どういうふうにお考えですか。 

◎議長（山口 和幸君）  町長。 

●町長（愛甲 一典君）  はい。今言われましたようにですね、農業関係は中古まで買えるというような表現

になってますよね。いずれにしても、今度林業活性化のための基金積みましたのでですね、そこの活用がも

っとそういった形で林業の現在の方たちの事業の継続等にですね、寄与するためにどうあるべきかというこ

とでありますので、ここはですね、どのぐらいまでどういう補助金を新しくじゃなくて、現在の方もですよ。

ということでやったときの総予算がですね、どうなるかという見極めがいると思いますので、そこら辺も検

討した上でですね、もう少し今言われましたように、現在の方たちにも支援できないかというのは検討して

みたいと思います。これは少し時間ください。 

◎議長（山口 和幸君）  いいですか。ほかにございませんか。ありませんか。ないですね。ここで１０分間

休憩いたします。 

 

休憩 午後２時２７分 

再開 午後２時３７分 

 

◎議長（山口 和幸君）  休憩前に引き続き、会議を再開いたします。最後に、本日分の一般会計全般につい

て質疑漏れある方いらっしゃいませんか。どうしても、思いつかなければ最終日に総括がありますので、そ

こでお願いいたします。 

日程第２ 議案第７７号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第２、議案第７７号、平成３０年度あさぎり町水道事業特別会計予算について

を議題とし、担当課からの説明を求めます。鬼塚課長補佐。 

●上下水道課長補佐（鬼塚 拓夫君）  はい。それでは、平成３０年度上水道事業特別会計予算の説明をさせ

ていただきます。まず第１ページの第２条から読み上げさせていただきます。業務の予定量。第２条、業務

の予定量は次のとおりとする。（１）月平均給水件数、事業所等を含む５,８４８件。(２）年間総給水量１

８９万２,８９０立方メートル。（３）１日平均給水量５,１８６立方メートル。（４）主要な建設改良事業、

配水管布設、布設替工事ほか、事業費１億１,０５９万円。収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び

支出の予定額は次のとおりと定める。収入第１款、水道事業収入、水道事業収益４億２０４万３,０００円。

支出第１款、水道事業費用、３億５,８７０万２,０００円。２ページをお願いします。資本的収入及び支出、

第４条資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

８,９７９万８,０００円は、過年度分損益勘定留保資金８,１５７万８,０００円。当年度分消費税及び地方

消費税、資本的収支調整額８２２万円で補てんするものとする。収入、第１款資本的収入、２億２１０万９,

０００円、支出第１款資本的支出、２億９,１９０万７,０００円。企業債、第５条起債の目的、限度額、起

債の方法、利率及び償還の方法は次のとおりと定める。次のページです。起債の目的、上水道整備事業、限

度額９,０５０万円。起債の方法、証書借入または証券発行。利率年３％以内。ただし、利率見直し方式で
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借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率、償還の方法、政府資

金についてはその融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するところによる。一時借入金、

第６条一時借入金の限度額は４,０００万円と定める。議会の議決を経なければ流用することができない経

費、第７条、次に掲げる経費については、その経費の金額に金額をそれ以外の経費の金額に流用し、または

それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。（１）職員給与費

４,７０２万３,０００円。棚卸資産購入限度額、第８条、棚卸資産購入限度額は９００万円と定める。詳細

につきましては、２５ページをお願いします。予算説明書の収益的収入及び支出の収入でございます。１目

給水収益、これは平成２９年度の上水道の実績によりまして、水道料金を計上したものでございます。なお、

給水人口は年々減少しておりますが、平成３０年４月からの料金値上げにより、前年度よりも８％の増とな

っております。２６ページをお願いします。２目他会計補助金及び７目、資本繰り入れ収益につきましては、

繰入基準に基づきまして繰り入れを受け入れるものでございます。４目長期前受金戻入金につきましては、

資産取得の際に受け入れました国費や、一般会計からの補助金を資産の減価償却によりまして収益化するも

のでございます。２７ページをお願いします。支出になります。１目原水及び浄水費でございますが、浄水

場維持管理に伴います経常的な経費でございまして、毎年必要なものを前年度までの実績によりまして計上

したものでございます。節３修繕費のうち、下から２段目の浄水設備等修繕につきましては、ここ数年、浄

水設備等に不具合が多発しておりますので、当初予算にて過年度の実績の平均により計上をしております。

２８ページをお願いします。２目配水及び給水費につきましては、配水給水にかかる経常経費を計上したも

のがほとんどでございますが、節４委託料の１番下の、岡原地区漏水調査業務委託、延長２８.９ｋｍを予

定しております。漏水カ所を特定し、早急な修繕を行うことで、有収率の向上を図るものです。なお、他の

地区においても、漏水が疑われる場合につきましては、本予算内での対応を考えております。節６の修繕費

の排水関連修繕料は、漏水の修理等に充てるものでございます。２９ページをお願いします。給水設備修繕

につきましては、給水管メーター器までの漏水等の修理に充てるものでございます。量水器交換及び量水器

交換に伴う量水器につきましては、８年ごとに量水器の交換を行っておりますが、今回１,１７５カ所を更

新する予定でございます。節７の材料費につきましては、施設維持管理資材としまして、止水栓量水器ボッ

クス等の購入費用となっております。３目の受託工事費は、増目科目でございます。４目の総係費は、事業

活動全般に係る一般管理費を計上しております。主なものとしましては、次の３０ページにありますように、

職員の給与費等にかかるものとなります。３１ページをお願いします。５目業務費につきましては、節２、

委託料の量水器検針業務及び水道施設管理業務委託で、下水道の検針業務と、業務案分によりまして計上を

しております。６目減価償却費につきましては、次の３２ページをお願いします。有形無形固定資産の今年

度の減価償却費を計上したものでございます。７目の資産減耗費につきましては、水道の更新事業によりま

して更新される資産の償却残を計上するものでございます。減価償却費資産減耗費ともに、実際に現金が動

くものではございません。次の１目、支払利息及び企業債取扱諸費につきましては、企業債の利息でござい

ますが、公営企業債償還利息につきましては、旧上水道分、長期債利息につきましては、旧簡易水道事業分

となっております。２目消費税及び地方消費税につきましては、３０年度の収支見込みによりまして、消費

税納付額を計上しております。３３ページをお願いします。３目その他特別損失でございますが、これは過

年度使用料収入分を漏水等により減免を行った場合の還付金となっております。続きまして、３４ページを

お願いします。資本的収入及び支出の収入でございます。１目企業債、水道施設更新事業に伴う公営企業債

でございます。その下、出資金につきましては、一般会計からの出資金でございます。主に旧簡易水道事業

債の償還や建設事業費に充てることとなっております。次の工事負担金につきましては、消火栓工事負担金

となっております。水道施設更新工事に伴う設置が９カ所、上永里地区が１カ所、永才地区の１カ所、合計
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１１カ所分となっております。３５ページをお願いします。支出になります。１目配水設備費、主なものと

しましては、建設工事担当職員の給与費と、節６の工事請負費で、布設替工事（緊急時）とありますけれど

も、こちらの配水管の移設や水量不足解消のための配水管の布設替等に充てるものでございます。次の水道

施設更新工事は、免田中央通り線ほか２カ所の合計３カ所、延長で１,４７５メートルの水道管の布設替工

事。それと、消火栓９カ所の工事費を計上しております。なお、主要な事務事業に上げておりました舗装復

旧工事につきましては、建設課との協議によりまして、合併特例債等を利用したほうがいいだろうというこ

とで、今回の予算には計上しておりません。水道施設更新事業に伴う給水工事は、水道施設更新工事カ所の

給水工事でございます。次の消火栓更新工事は、上永里地区の消火栓一基が民有地内にあるため、移設を行

うものと、永才地区の消火栓一基を漏水により更新を行うものとなっております。節７委託料ですが、水道

施設更新事業測量設計につきましては、次年度以降に施工する４,５５０メートルの測量設計業務委託でご

ざいます。その下、水道施設更新事業に伴う給水工事測量設計業務でございます。次の２目、営業設備費に

つきましては、３６ページをお願いします。節１機械装置費につきましては、新設に伴います量水器の購入

費を計上しております。節２、工具器具及び備品費につきましては、既存の水道台帳システムの契約期間５

年を経過したため、ハードウエア、ソフトウエアの更新を行うものです。節３、車両運搬具費につきまして

は、検針用の５０ｃｃバイク１台が度々故障しており、検針業務に支障をきたしているため、新たに購入す

るものでございます。次に、１目企業債償還金、上段の企業債償還金（元金）が、水道事業債でございます。

下段の長期債元金が旧簡易水道事業債の分となっております。収支につきましては以上でございます。次の

３７ページをお願いします。地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現

在高の見込みに関する調書を載せております。当該年度末の現在高見込額は、上水道企業債が３億１,１６

３万９,０００円。簡易水道事業債が１６億６,９２９万５,０００円となる見込みでございます。ページを

戻っていただきまして９ページをお願いいたします。こちらキャッシュフロー計算書でございます。次の１

０ページにありますように、３０年度末で資金増加額３,８３７万３,０００円。資金期末残高３億４,９４

３万８,０００円となる見込みでございます。次の１１ページから１６ページにつきましては給与費の明細

関係について載せております。１７ページをお願いします。債務負担行為に関する調書でございます。量水

器検針業務及び水道施設管理業務委託につきまして、平成２９年度に債務負担行為を起こしておりますが、

その調書でございます。次の１８ページと１９ページは、平成３０年度のあさぎり町水道事業予定貸借対照

表でございます。１８ページの資産合計１９ページの負債資本合計ともに４６億１７９万７,９９０円の見

込みでございます。次の２０ページから２１ページにかけましては、中期といたしまして、重要な会計方針

予定貸借対照表に関する中期について載せております。２２ページにつきましては、損益計算書でございま

す。１番最下段ですけれども、当年度未処理欠損金は８,４９４万８２８円となっております。次の２３ペ

ージです。２３ページから次の２４ページにつきましては、予定貸借対照表でございます。平成２９年度の

予定貸借対照表でございます。説明は以上となります。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  はい、説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。橋

本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  先ほどちょっと特別会計、あっちの方で間違っていましたが、それこそ須恵の

ですね、全協の折に須恵の水源が水不足、不足しているということで、今大分回復したということですが、

毎年こういうことが起こってますんで、今後ですね、町としては今免田の町の中をしてますが、今後どのよ

うな形で行くかいうのをちょっとお知らせしてもらえばと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、須恵地区の上水道につきまして、特に今村地区、阿蘇地区の浄水場
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におきまして、給水作業を１月から行っておりました。今村浄水場につきましては、井戸水の回復が見込め

ましたので、現在給水作業行っておりません。これについては、地下水位の上下動が激しいこともありまし

て、どうしても乾季になると、今村浄水場については数日間の給水を行っております。これについては、あ

る程度、職員での対応ができておりましたので、毎年そういう体制で行っております。阿蘇浄水場につきま

しては、今回井戸の取水能力が給水区域内の１日に使われます水量よりも少ない量しかとれない状態となっ

ておりましたので、それについて調査を行いましたところ、井戸の内部に３０メーターほどの土砂の堆積が

見られまして、井戸水が出てくる部分がふさがれた状態になっておりますので、それとあわせてスクリーン

を３０メーター下に設けられておりますけど、そこが破損しておりました。今回、その辺の対策としまして、

スクリーン部分の破損箇所を土砂が入らないように一応補修をして、中の土砂の堆積土を撤去することによ

って、井戸水の回復を見るように、今昨日から工事のほうに入っていただいているところでございます。給

水作業につきましては、足りない分をあさぎり町の水道組合の皆様に御協力をお願いしまして、補給作業を

ずっと行っていただいております。特に、昨日から阿蘇の井戸の中のポンプをあげておりますので、給水を

補給水を必ず入れないと水がなくなってしまう状態になっておりますので、７日間程度の作業を水道組合の

皆様に今お願いをしているところでございます。井戸の作業が終わりますと、取水能力の回復を見込めると

思っておりますので、それにより給水作業は一応終わるものと思っております。ただ今後その作業が終わっ

ても使用量が回復できない可能性もありますが、その時は早急に別の対応策を検討する必要があるかと思っ

ております。工事関係につきましても、現在、免田地区の配水管の整備を進めておりますが、大体１０年間

程度を免田地区の整備をして、それから須恵地区、岡原地区の水道のほうに、免田地区周辺から免田の浄水

場から現在ある浄水場の施設のほうに一応水を導水管でもっていって給水するような計画を基本計画では一

応持っておりますが、施設の計画が状況によれば、早める必要が出てくるかもしれませんが、その点につい

ては今後十分検討して進めていきたいと思っております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  橋本議員。 

○議員（４番 橋本 誠君）  課長が言われたようにですね、住民の皆さんが一番困ることですので、そこは

ですねやっぱり一番ベストの点一番どうしたらいいかというのを考えていただいて、今後はですね、進めて

いただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、今後の状況を十分観察しながら進めてまいりたいと思いますので、

どうかよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  橋本議員、ありがとうございます。先ほどの課長の答弁でですね、工事

をしてそれでも回復しなければ、何か新たなと言いますか別な対策を得るような話がありましたが、それは

どういう具体的にどういうことをされるのか。それと、今村と阿蘇はつないでありますよね。それで、今村

が回復したならその阿蘇の方に補給するということは、それほどの水量がないということですかね。今、ピ

ストンで補給されていますが、そこら辺ちょっとお伺いいたします。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、別の方法といいますと、いろいろあると思います。まず、ほかに井

戸を掘る方法、先ほど久保田議員から言われましたように、ある程度の区域を今村浄水場に賄わせて、足り

ない分を何らかの方法で給水する方法、そういう方法を今後考えたい。もし、井戸水の回復ができない状態

でしたら、そこら辺も含めて考えたいとは思っております。今村の浄水場から阿蘇の浄水場繋いでおります

が、水圧の関係で、全部の阿蘇浄水場区域については、まず上がっていかない状況だと思っております。ど
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うしても阿蘇浄水場のほうに補給が必要になるのかなと現在は思っているところです。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  先ほど計画等を述べられたわけですが、できましたらですね、先の計画

では、免田区を終えないことには次須恵区には行かれないということですかね。途中からでも何とかこうや

る方法はできないものかですね。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、失礼しました。まず一番最初に、今回もし出なかった場合は、緊急

にどうしても水が必要になりますので、それをまずどういうふうにするかっていう話で、先にお答えをさせ

ていただいたんですが、免田からの上水を持っていくっていうのは、計画変更とか、そういう手続がまず先

に出てまいりますので、そこら辺の準備、それと補助金の有無等のもう一度確認が必要となってまいります。

そこら辺のクリアが早くできるようでしたら、そういうふうにできるかと思いますけど、なかなか早急にで

きる状態ではないのが現実だと思っております。計画の見直し等また、井戸の状況を見て判断したいと思っ

ております。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  久保田議員。 

○議員（１３番 久保田 久男君）  水はですね本当に生活の要でございますので、できるだけですね、以前

須恵地区でも試掘されたわけですが、水量が足らないということで、免田のほうからがベストだろうという

説明の中で期待しとったわけですが、できるだけですね早く解消できるようにですね、よろしくお願いした

いと思います。終わります。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、住民の皆様に御迷惑がかからないように、配慮しながら進めてまい

りたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  ほかにありませんか。溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  お尋ねしますが、水道料金の水田のほうに使っておられる方々は、どの地

域がどれくらいおられるんですか。それとですね、今問題になってる須恵の状況ですけれども、私この間説

明を受けて図面もらってびっくりしたのは、７０メーター掘って３５メーターがもう土砂が堆積してたとい

う話ですよね。なぜここまでお気づきにならんのかなって、ここまで溜まれば本当にポンプのペラあたりは

ほとんど損傷して、水が出らんごとなるっていうことは気づくはずじゃないのかなて私は思うんですけれど

も、ここまで来る過程においての管理が本当に適切になされていたんですかね。そこまずお伺いしたいんで

すがね。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  まず最初の水田用水の件でございますが、今村浄水場で給水しております、

昔、旧須恵村時代の営農飲雑用水として整備をされた地区の方が農業用水として使用をされております。こ

れについてはちょっと人数を現在の人数手元に持ってきておりませんので、後日報告をさせていただければ

と思います。それと、井戸の水位が７０メーターのうち３５メーターほど土砂がたまっているということで

ございますが、平成１５年か１６年ちょっと確実な年度覚えておりませんが、その際に井戸のポンプの入れ

かえをされております。普通、フィルターの目詰まり等が起きれば、そこの洗浄とかをするようにしている

んですが、この井戸がつい最近まで給水能力が十分にあったためにそこら辺の内部の調査とかそういうのを

行っておりませんでした。今回、内部を調査したときにスクリーン部分がいつの段階で破損したのかがわか

りませんが、そこで破損をして横に砂利を詰められているんですけど、その部分が管の中に入ってきて、３

５メーターほどが埋まってしまっていた状態になっておりました。管理について十分だったかと言われます
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と、はっきり十分だったと言えるほどの管理はできていなかったのかなと今反省をしているところでござい

ます。 

◎議長（山口 和幸君）  溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  はい、それぞれの議員が今おっしゃいましたように、やっぱり水は本当に

生活に一番重要なことですから、やはり普段の管理ですよね。やっぱりこの辺はしっかりしてもらわないと、

もう極端になってからですよ、もう全く出らんごとなってからこういう対応をするということは、私はもっ

と前にそういう兆候があったんではないのかなって、これだけ堆積してるということを考えればですね、思

ったんですよ。今後は本当にその辺はシビアにしっかりとそれぞれそこばかりでないからですね、ほかにも

いっぱいありますから、井戸掘って給水してるところは。その辺はしっかり管理をしていただきたいという

ふうに思います。それと今さっき今村がその飲雑用水施設で整備されてますからですね、この施設は。です

から本来は農業が優先ですよね、この水は。そしてその余った分といいますか、それが飲料水に使っていい

ですよっていう事業ですよね、実際言うて。ですから、非常にその辺はですね、微妙なところだと思うんで

すけれども、住んでる人たちから言うと飲料水が優先だって言われるんでしょうけれども、この事業をする

とこれは水田に使うのは一番優先だろうと思うんですけれども、だから、その辺はうまく地域の皆さん方に

もしっかり説明責任を果たしてもらいながらも、農家の人達にも迷惑がですよかからんように申し上げとか

ないかんですよね。その辺はしっかりと地域の方々には理解していただくようにされてるんですか。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  井戸の管理につきましては、今後他の井戸の施設等も一度状況の確認をし

ておきたいと思っております。兆候についてはですね、確かに一、二年前から取水量が少しは落ちていたの

かなとは思うんですが、十分飲料用水に足りる分の量がとれていたために見過ごしてしまっていた面もあろ

うかと思っております。それと、今村地区の地元の方への説明っていうのがもともとからされていたってい

うところもありまして、全体的にどういうふうに伝わっているかというのも現在、私自身でははっきりわか

らないところがございます。営農をされている方には、ある程度優先的に使われるのもしようがないってい

うところもございますけど、特に乾季になりますとどうしても足りなくなる時期がありますので、そこにつ

いては、とにかく節水のお願いはして、一応ずっとしのいできているところはございます。以上です。 

◎議長（山口 和幸君）  溝口議員。 

○議員（１４番 溝口 峰男君）  はい、本当に農家の人達も水が欲しいわけですよね。普通使わない人たち

も当然水が必要ですから、その辺を農家の人達にもやらんばいとはいえんところがありますからね。そこが

やっぱりお互いがうまくいかないと、私は地域全体がぎくしゃくしてくるんだろうと思うんですよね。です

から、やっぱり目的の事業名がそうであるならば、しっかりと地域の方々にも理解していただいとかんとぎ

ゃん厳しか水が無かときに、農家には水ばやってって、一方では言われるかもわかりませんし、しかしなが

らそういう目的で事業が成り立ってるんだったら、農家の人達は自分たちのほうが優先じゃなかとかなって

いうことにもなりますから、その辺をしっかりと地域の方々にはですね、こういう問題が特にこういう水が

足らない状況になった時がですよ。理解していただくようにしとかないと、地域がぎくしゃくとしてくると

地域づくりがうまくいかんのでという思いが私あるもんですから、その辺はしっかりとお願いしたいと思い

ますね。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、地域の理解につきましては、今どういう方法でっていうお答えはで

きませんが、そういう理解が得られるように努めていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  他にありませんか。小見田議員。 
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○議員（１１番 小見田 和行君）  基本的なことをちょっとお尋ねしたいんですけど、去年のですね、予定

給水件数とか給水量、１日の平均給水量等比較してみましたときに、今年は給水件数は約４００件ほど増え

てるのに、給水量は約４万立米ぐらい減ってますよね。１日の平均給水量も去年よりもちょっと少ない状況

でございますけど、本来うちの水道事業における給水可能な水量とはどれくらいか算定されてるんですか。

何かこれで件数がふえているのに、給水量が総給水量等が減ってるというのは何かそういう事情がいろいろ

あるのかなというふうに推測したんですけど、その辺のところ説明願いたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  はい、これに上げております月平均給水件数とか、年間総給水量につきま

しては、前年度の実績によりまして予定量を計上しております。二、三年前にも少しあったんですけど、給

水量が前年よりも極端に下がる年と極端に上がる年がある関係で、この予定量については、何年かに１回ぐ

らい極端な差が出てくる場合がございます。実際給水量自体はですね、１件当たりに使用される量が年々減

ってきております。というのが、トイレあたりに使われている水洗トイレに使う流し水自体が、今は４分の

１から５分の１で流れるようになっている関係で、水を使われる量がかなり減ってきているという事実はご

ざいます。この量につきましては、施設自体の給水能力っていうのは一応持っておりまして、それの大体が

何割かっていう状態で本当はするべきなのかわかりませんけど、この予定量につきましては、前年の実績に

よりまして、予定量を出しているところでございます。 

◎議長（山口 和幸君）  小見田議員。 

○議員（１１番 小見田 和行君）  ただいま須恵あたりの水道の問題だとか水不足関係等考えたときに、町

民から考えたときに果たして能力的には今大体何割ぐらいの配水と給水、有収率もかかりますけど、その辺

のところどれぐらいかっていうのはやっぱり押さえとくところは必要だと思って聞いたんですけど、有収率

ですね、これは大体どれぐらいのところで算定してこのような数字を出されるんですか。最高限度出した時

にこれで大体その施設の中のそういう配水量から見た上での何割ぐらいが今の給水になっているのか、能力

から見たときと有収率を考えたときに、どのような根拠があるのかは知っておく、必要だと思うもんですか

ら、そういうところちょっと教えていただきたいと思います。 

◎議長（山口 和幸君）  上下水道課長。 

●上下水道課長（深水 光伸君）  すいませんが、施設ごとにそういうデータをつくりましたものを、後日配

付させていただければと思いますがよろしいでしょうか。 

◎議長（山口 和幸君）  いいですか。他にありませんか。ありませんね。それでは、先ほどと一緒で、まだ

質疑漏れがあれば、最終日にまた質疑をされてください。 

日程第３ 議案第７８号 

◎議長（山口 和幸君）  日程第３、議案第７８号、平成３０年度あさぎり町下水道事業特別会計予算につい

てを議題とし、担当課からの説明を求めます。鬼塚課長補佐。 

●上下水道課長補佐（鬼塚 拓夫君）  それでは平成３０年度あさぎり町下水道事業特別会計予算について説

明をさせていただきます。まず１ページの第１条第２項から読み上げさせていただきます。２項、歳入歳出

予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は第１表歳入歳出予算による。地方債、第２条、地方自治法第２

３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の

方法は第２表地方債による。一時借入金、第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入

金の借り入れの最高額は４億円と定める。それでは詳細につきまして、４ページをお願いします。第２表地

方債でございます。起債の目的、平成３０年度下水道事業建設債、限度額５,３２０万円。資本費平準化債

限度額１億２,７１０万円。計１億８,０３０万円。起債の方法、借入先は財務省、地方公共団体金融機構、
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会社、その他。借入方法、証書借入。利率、償還の方法につきましては記載のとおりとなっております。次

に６ページをお願いします。目１下水道事業分担金でございますが、現年度分につきましては、新築等によ

る一括納付１０件分を加えた額で計上しております。次に項２負担金、目１下水道事業負担金につきまして

は、錦町からの汚水流入分の処理費用として受け入れるものでございます。次の款２、使用料及び手数料の

目１下水道使用料につきましては、新規接続を４０件ほど見込んでおり、前年度予算より０.７％の増額を

見込んでおります。目２簡易排水使用料につきましては、実績により計上をしております。７ページをお願

いします。２段目の目１、下水道事業国庫補助金ですが、２９年度から着手しております排水設備設置促進

事業で、事業費４００万円の補助率５０％でございます。ストックマネジメント基本計画策定業務が平成２

９年度予算で終了するため、９００万円の減額になっております。次の目１下水道事業一般会計繰入金につ

きましては、下水道事業費の不足分として一般会計の繰り入れをお願いするものでございます。主に起債の

償還に充てております。目２簡易排水事業一般会計繰入金、こちらにつきましても、簡易排水事業の歳入の

不足分を一般会計から繰り入れをお願いするものでございます。次の目１、減債基金繰入金ですが、基金の

一部を取り崩しまして会計の財源としております。８ページをお願いします。２段目の目１下水道事業債で

すが、単独事業の舗装復旧工事、公営企業会計移行業務委託と、流域下水道事業建設費負担金の町負担分に

かかるものとなります。次の資本費平準化債は起債償還の財源となるものでございます。流域下水道事業建

設費負担金の町負担分が増額となったことにより、下水道事業債は増えたものの、資本費平準化債の限度額

が下がったことにより、全体では、前年に比べて５,３６０万円の減額となっております。次の目１利子及

び配当金ですが、減債基金の利子を計上しております。９ページをお願いします。歳出になります。まず目

１、下水道総務費でございますが、主なものとしまして節１３、委託料の下水道事業会計移行業務委託料。

昨年度から継続して行う委託業務です。本年度は、昨年度から収集しました資料をもとに試算の整理や評価、

システムの導入支援業務を行う予定でございます。財源につきましては下水道事業債で、交付税の算定基礎

に算入されることとなっております。次に節１９、負担金補助及び交付金の説明欄１番下にございます排水

設備設置助成金につきましては、下水道への接続見込み３７件分の助成金を計上したものでございます。節

２７、公課費ですけれども、消費税の平成３０年度中納入見込み額を計上しております。目２の下水道維持

費につきましては、主なものとしまして、職員の人件費と通常の維持管理費がほとんどでございますけれど

も、１番下の節１１、需用費の１番下になりますけども修繕料、こちらにつきましては、舗装の修理費が１

５０万円、メーターの交換１２０カ所８４万４,０００円。マンホールポンプ６カ所の修繕料、修繕の内容

としましては、水位計の故障、通報装置の故障に伴う取り換え修繕５６１万６００円、その他の修繕１０４

万５,４００円となっております。１０ページをお願いします。節１３委託料の説明、検針業務委託料につ

きましては、上水道の検針業務と、業務案分により計上しております。節１８備品購入費につきましては、

下水道台帳の更新に伴い、現在のパソコンでは対応ができないため、パソコン１台の購入費用を計上してお

ります。節１９、負担金補助及び交付金の説明欄、流域下水道維持管理負担金としまして、平成３０年度計

画水量１１７万３,１１７立方メートルと、平成２９年度分精算見込水量７万２,４０９立方メートル、こち

らの処理費用が、１億１,２０９万７,０００円。それとあと資本費負担分が２,２４１万８,０００円、合計

の１億３,４５１万５,０００円となっております。目３の簡易排水維持費につきましては、通常の維持管理

に要する経費を計上しております。目４の下水道建設費につきましては、主なものとしましては、職員の人

件費と次のページの節１３、委託料の測量設計委託料として、単独工事に伴う測量設計委託料を計上してお

ります。ストックマネジメント計画策定業務が終了するため、昨年よりも１,８００万円の減額となってお

ります。次に節１５工事請負費ですが、過年度において下水道環境を敷設した箇所を単独の起債事業で、約

２,０００平方メートルの舗装本復旧工事、それと新規汚水管の敷設、起債対象外として、公共枡設置工事
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費を計上しております。節１９、負担金補助及び交付金につきましては、流域下水道建設負担金で、球磨川

上流浄化センターの脱水機増設、機械電気設備の改築更新耐震詳細設計その他施設の改築更新詳細設計等を

実施される予定で、あさぎり町負担分となっております。目５の基金費につきましては、減債基金の利子分

を基金として積み立てるものでございます。次の段の目１、元金は下水道事業分４億１,４１８万８,０００

円。簡易排水事業分８７万円でございます。目２の利子は、長期債利子の下水道事業分７,７７９万３,００

０円。簡易排水事業分１８万７,０００円でございます。一時借入金利子につきましては５０万円を見込ん

でおります。次の次になりますけども１３ページから１８ページにつきましては給与明細書を載せておりま

す。１９ページをお願いします。債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額

または支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書でございます。量水器検針業務委託料

と下水道事業企業会計移行業務委託料に関するものでございます。次の最後のページをお願いします。地方

債の前々年度末における現在高、並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書でご

ざいます。下水道事業債の建設債が３５億１,０３０万５,０００円。平準化債が１７億４５２万３,０００

円、計５２億１,４８２万８,０００円。簡易排水施設事業債が８６６万円となる見込みでございます。説明

は以上になります。よろしくお願いします。 

◎議長（山口 和幸君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑ありませんか。ありませ

んね。 

◎議長（山口 和幸君）  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。 

●議会事務局長（片山 守君）  起立、礼、お疲れ様でした。 

 

午後３時３１分  散 会 


